
半
済
下
の
庄
民
生
活

86　（858）

一
若
狭
国
遠
敷
郡
太
良
庄
i

井
　
ケ
　
田
　
良
　
治

一
　
　
【
要
約
“
　
庄
園
制
度
を
解
体
に
導
い
た
も
の
は
、
一
般
的
に
は
小
農
罠
経
営
の
自
立
化
の
傾
向
と
名
の
分
解
の
結
果
成
長
し
て
く
る
地
侍
厨
を
基
礎
と
し

ゾ
　
た
封
建
領
主
制
の
形
成
で
あ
る
が
、
そ
の
過
渡
的
段
階
で
あ
る
室
町
時
代
の
守
護
領
国
制
に
つ
い
て
は
、
そ
の
評
価
も
種
々
対
立
し
て
い
る
。
本
稿
は
、
こ

一
　
の
よ
う
な
守
護
領
国
制
の
解
明
に
一
素
材
を
提
供
す
る
た
め
、
着
狭
国
策
寺
領
太
良
庄
を
例
と
し
、
守
護
の
庄
園
侵
略
の
第
一
歩
た
る
半
済
、
反
銭
、
守
護

｛
　
夫
の
賦
課
が
、
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
た
か
を
吟
味
し
、
更
に
、
こ
の
地
の
在
地
領
主
制
が
、
在
地
の
内
都
か
ら
で
は
な
く
、
守
護
被
宮
人
の
定
着
に
よ
っ
て

皿
生
れ
泰
轟
・
か
に
蔑
箆
南
北
朝
皐
惣
庄
な
・
形
で
、
輩
緩
讐
や
が
て
江
戸
時
代
の
蓬
制
の
基
礎
単
位
差
・
村
蕎
禁
、
・

一
の
中
で
。
の
。
う
な
鶴
案
じ
て
藤
。
奈
に
留
意
。
な
が
ら
、
臨
繁
、
守
護
被
冥
、
百
姓
の
三
者
の
関
係
巌
述
し
よ
う
与
る
．

は
し
が
き

　
庄
園
制
の
解
体
と
、
庄
園
制
に
立
脚
す
る
荘
園
領
主
、
社
寺
、
公

卿
勢
力
の
失
…
墜
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
研
究
が
あ
る
が
、
そ
の
具
体

的
な
様
絹
に
つ
い
て
は
、
未
だ
十
分
置
研
究
が
あ
る
と
は
思
え
な
い
。

例
え
ば
、
守
護
大
名
の
庄
園
侵
略
の
最
大
の
武
器
で
あ
っ
た
半
済
に

つ
い
て
竜
制
度
的
成
立
に
関
す
る
島
田
次
郎
氏
の
研
究
が
あ
る
の
み

で
、
在
地
に
お
け
る
そ
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
判
然
し
な
い
。
室
町

時
代
の
庄
園
の
研
究
亀
、
高
野
山
領
を
除
く
と
永
原
慶
二
氏
・
上
島

氏
の
久
世
庄
の
研
究
、
杉
山
博
氏
の
久
我
庄
の
研
究
や
、
高
尾
氏
の

新
見
庄
の
研
究
、
そ
の
馬
道
の
御
厨
、
大
井
庄
、
大
山
庄
の
研
究
等
が

あ
る
が
、
高
野
山
領
の
場
合
に
は
、
寺
領
が
屯
つ
と
も
安
泰
に
維
持

さ
れ
た
所
で
あ
り
、
久
世
庄
も
又
、
東
寺
の
支
配
の
も
っ
と
も
強
固

に
残
っ
た
山
城
洛
外
の
庄
園
で
あ
り
、
典
型
的
な
守
護
大
名
の
侵
略
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を
考
え
る
場
合
に
は
や
や
不
適
当
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
い
わ
ば
、
中

聞
地
帯
に
当
る
新
雄
心
、
大
山
並
等
の
研
究
が
、
地
理
的
条
件
か
ら

守
護
大
名
の
侵
略
の
在
地
に
お
け
る
具
体
相
の
究
明
に
も
つ
痛
心
義
は

大
き
い
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
よ
う
な
中
間
地
帯
乃
至
畿

内
周
辺
地
域
の
庄
園
の
｝
つ
と
し
て
若
狭
国
太
良
庄
の
室
町
時
代
の

動
向
を
見
る
事
に
よ
っ
て
、
　
一
つ
の
資
料
を
提
供
し
た
い
。
問
題
の

視
角
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
守
護
大
名
の
支
配
の
進
出
の
具
体
様
と

そ
の
下
に
お
け
る
庄
民
の
動
向
で
あ
る
。
更
に
守
護
被
官
人
、
在
地

領
主
の
問
題
、
在
地
の
階
級
関
係
を
明
ら
か
に
し
た
が
っ
た
が
、
資

料
の
点
か
ら
十
分
に
こ
れ
を
な
し
え
な
か
っ
た
。

　
　
　
一
　
半
　
　
　
済

A
　
若
狭
の
守
護
大
名
の
侵
攻
は
南
北
朝
期
の
激
し
い
守
護
の
交
代

が
一
応
安
定
し
た
一
色
氏
の
入
部
か
ら
明
確
に
な
る
。
応
安
四
年
か

ら
永
享
十
年
に
至
る
一
色
氏
の
支
配
と
、
こ
れ
に
替
っ
た
武
田
氏
の

守
護
時
代
が
戦
国
時
代
ま
で
つ
づ
く
。

　
　
一
穂
が
守
護
に
な
る
の
は
良
治
五
年
で
あ
る
が
、
実
際
に
入
部
し
、

’
在
地
の
国
人
層
を
圧
服
し
た
の
は
応
安
四
年
で
あ
っ
て
、
こ
の
時
に

若
狭
に
於
け
る
南
北
朝
内
乱
は
終
結
し
、
守
護
の
支
配
が
確
立
し
た

と
見
ら
れ
る
。
文
和
四
年
に
は
じ
ま
る
当
庄
の
半
済
は
再
三
の
半
済

停
止
令
に
竜
か
か
わ
ら
ず
回
復
さ
れ
ず
、
以
後
の
在
地
は
守
護
の
侵

攻
の
為
に
苦
渋
を
な
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
康
暦
元
年
に
も
半
済
停
止
の
御
教
書
が
出
て
い
る
が
、
永
徳
三
年

　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

の
京
上
盤
も
本
所
方
か
ら
一
人
出
し
て
お
り
、
本
所
方
と
半
済
方
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
・
）

分
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
応
永
十
四
年
の
官
庁
造
営
段
銭
曲

面
は
査
建
仁
芸
丁
八
反
四
＋
代
抜
哩
を
課
・
て
い
・
輪

こ
れ
は
応
永
廿
一
年
の
東
寺
知
行
分
十
二
町
九
反
二
十
歩
の
丁
度
二

　
　
　
　
　
　
④

倍
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
応
永
十
四
年
の
数
字
が
、
半
済
さ
れ
る
以

前
の
田
数
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
応
永
十
四
年
の
そ
れ
が
、
半
済

以
前
の
…
数
字
を
翠
し
て
は
い
て
竜
、
応
永
十
四
年
の
手
心
が
、
半
済

さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
く
、
同
年
同
月
の
東
寺
三
編
頼
勝
の

申
状
に
は
、
「
髪
近
年
黒
羽
守
護
御
方
一
於
昌
惣
庄
一
者
及
二
半
済
之
御
沙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

汰
一
於
昌
預
所
適
帰
者
預
二
円
之
勘
落
と
と
あ
り
，
相
残
る
下
地
に

過
分
の
夫
役
以
下
を
懸
け
る
事
を
歎
い
て
い
る
か
ら
、
此
上
も
半
済

さ
れ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
事
は
た
し
か
で
あ
・
レ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
応
永
十
九
年
に
は
「
当
庄
一
円
の
沙
汰
」
が
あ
っ
た
が
、
翌
工
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

年
の
御
数
書
は
、
「
未
二
道
行
一
云
々
」
と
寵
し
て
い
る
し
、
前
述
翌

廿
一
年
の
反
銭
配
符
は
、
半
済
さ
れ
た
残
り
の
み
を
記
し
て
い
る
か

ら
、
　
一
円
返
付
は
成
功
し
な
か
っ
た
も
の
と
い
え
る
。
応
永
一
二
十
三
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⑨

年
の
足
利
義
教
の
御
教
書
竜
、
一
円
返
付
を
執
達
し
て
い
る
が
、
さ

し
た
る
実
効
は
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
反
銭
賦
課
の
際
の
置

数
は
そ
の
後
も
、
康
正
二
ニ
ニ
年
、
寛
正
二
・
五
年
共
、
十
二
町
九

反
二
十
歩
で
あ
る
か
ら
、
以
後
半
済
分
が
返
付
さ
れ
る
事
は
全
く
な

　
　
　
　
　
　
　
⑨

か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
幕
府
自
体
の
守
護
大
名
に
対
す
る
統
綱
力
の

弱
化
し
た
こ
の
段
階
で
、
一
片
の
御
教
書
が
、
現
地
で
効
力
を
有
す
る

と
考
え
る
の
は
、
考
え
る
方
が
無
理
で
あ
る
。
仮
に
守
護
が
御
教
書

を
う
け
と
り
、
被
官
人
に
遵
耀
し
た
と
し
て
も
、
今
度
は
、
被
官
人
・

在
地
領
主
霞
体
が
そ
れ
を
実
行
す
る
筈
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
室
町

幕
府
乃
至
守
護
は
、
東
寺
か
ら
一
献
料
を
と
り
、
形
式
的
に
御
教
書

を
出
す
の
み
で
事
を
済
ま
し
た
竜
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
故
、
在
地

で
守
護
大
名
及
そ
の
被
官
人
の
責
苦
を
体
験
し
て
い
る
庄
民
た
ち
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ぐ
・
）

当
庄
一
円
之
御
沙
汰
御
座
協
由
蒙
仰
怖
、
一
献
分
之
御
事
、
地
家
（
下
ヵ
）

申
付
協
ハ
ん
事
者
、
治
定
の
御
時
な
ら
て
ハ
御
百
姓
等
ユ
申
付
事
ゆ
め
く

あ
る
ま
し
く
候
。
…
…
守
護
の
し
ゅ
ん
（
遵
）
行
の
事
お
い
か
や
う
（
如
何

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

様
）
に
も
御
れ
う
け
ん
（
了
簡
）
怖
て
め
し
協
へ
く
協
。

と
庄
官
を
し
て
い
わ
し
む
る
程
に
慎
重
で
あ
っ
た
。

　
む
し
ろ
半
済
返
付
の
期
待
と
は
反
対
に
、
残
る
本
所
分
さ
え
も
奪

い
さ
ら
れ
る
危
険
の
方
が
強
か
っ
た
。

　
文
安
元
年
に
は
、
前
年
に
一
円
安
堵
の
御
数
書
が
出
さ
れ
て
い
た

に
も
拘
ら
ず
・
守
護
請
の
危
讐
た
ち
い
た
％
辛
う
じ
て
直
務
⑭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

御
教
書
を
得
て
い
る
し
、
享
徳
元
年
に
は
、
検
断
に
名
を
寄
せ
て
惣

庄
の
所
務
職
が
守
護
被
官
人
山
県
下
野
守
に
奪
わ
れ
、
　
「
当
年
所
務

事
難
レ
為
二
～
粒
一
班
レ
可
レ
粟
国
寺
家
司
急
速
守
護
方
可
レ
致
謄
［
其
沙
汰
一
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

由
、
青
鳩
触
地
下
一
被
二
謎
責
一
」
と
い
う
状
態
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

時
も
年
貢
雑
具
以
下
が
返
付
さ
れ
、
事
な
き
を
え
た
。

　
更
に
長
禄
三
年
に
は
、
山
野
三
郎
右
衛
門
が
、
改
替
さ
れ
た
寺
家

代
官
中
尾
弥
五
郎
の
後
楯
と
な
っ
て
「
被
押
観
在
所
」
と
い
う
状
態

　
　
　
⑭

に
な
っ
た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
完
全
に
庄
園
が
守
護
請
と
な
り
、
領
主

が
単
な
る
得
分
領
主
に
な
っ
て
し
ま
う
事
は
戦
国
時
代
ま
で
な
か
っ

た
け
れ
ど
も
、
寺
家
の
再
々
の
半
済
分
返
付
の
努
力
が
、
全
く
そ
の

実
効
を
と
も
な
わ
な
か
っ
た
事
は
、
以
上
の
事
実
に
よ
っ
て
明
ら
か

で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
半
済
は
庄
民
の
生
活
に
ど
の
よ
う
に
作
用
し
た
で
あ

ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

B
　
正
長
二
年
六
月
の
領
家
於
・
地
頭
方
の
田
数
名
寄
帳
を
み
よ
う
。

領
家
方
は
半
分
ず
つ
に
さ
れ
た
七
つ
の
名
と
保
一
色
の
田
地
及
び
艶

名
に
付
属
し
た
畠
と
か
ら
な
っ
て
い
る
。
こ
の
保
一
色
は
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琵
琶
内
数
認
捌
反
内
講
馨
四
反

　
　
　
　
残
田
地
魁
町
四
反
　
　
本
所
御
方

と
正
確
に
半
済
さ
れ
て
お
り
、
各
方
も
、

定
国
名
半
分
定
田
数
壱
晦
小
十
歩

と
い
う
よ
う
に
半
分
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
残
り
の
半
分
が
半
済
方

畠田
×．s

　x x・ X一一．一．

町反
　2．090

2．000

4．000

2．000

7．000

　5．000

　1．！80

挺∫反

1．0．130

1．2．250

0．8．005

0．8．300

0．7．308

1．1．000

1．1．000

定国二半分
助麟名半分
真村名半分
勧記名半分
暁才名半分
宗安名半分
末武名半分

名分

O．O．／80　1

2．4．000　1　1．1．280

02．000

05．200

03．040

新　　開
爆一色半分

馬上免

領
　
　
察
　
　
分

07．000　1

1．8．275　1　1．5．320

03ユ65i

i反別なしi
O．2titO

5．215

13．1．053　1　5．7．245

町反　歩
！8．8．293

二石代
散田分
新　 開

帳ハツレ

畠　成
畠i緩際

地
　
　
頭
　
　
分

計

田畠の計

に
な
っ
て
い
た
か
ら
と
思
わ
れ
る
。
事
実
後
の
史
料
に
「
半
済
方
の

名
を
惑
う
」
と
い
う
文
言
が
あ
り
、
半
済
方
の
名
の
売
券
の
存
す
る

こ
と
か
ら
半
済
方
に
も
名
の
存
在
し
た
事
は
た
し
か
で
あ
る
。
次
に

地
頭
方
は
馬
上
免
、
二
石
代
、
散
田
分
、
新
開
、
帳
ハ
ズ
レ
に
分
れ
、

こ
れ
に
そ
れ
ぞ
れ
馬
上
免
畠
、
散
華
方
轟
、
鼠
新
馬
が
あ
り
、
こ
の

他
に
尻
高
と
い
う
特
殊
な
恐
ら
く
山
と
思
わ
れ
る
栗
代
炭
木
藁
代
を

出
す
も
の
が
あ
る
。
表
示
す
れ
ば
次
の
と
お
夢
で
あ
る
。
即
ち
、
田

畑
訳
せ
て
十
八
町
八
反
二
九
八
歩
の
面
積
が
本
所
方
の
支
配
に
属
し

て
い
た
。
恐
ら
く
は
同
面
積
が
半
済
方
に
属
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

半
済
方
の
実
情
が
わ
か
ら
な
い
以
上
、
著
し
く
不
正
確
で
は
あ
る
が
、

年
貢
収
納
責
任
者
を
土
地
所
持
面
積
別
に
み
る
と
次
表
の
如
く
で
あ

る
。
こ
れ
か
ら
直
ち
に
判
断
は
出
来
な
い
が
、
二
反
以
下
の
名
請
人

1
3
7
8
5
3
　
7
2

　
町
町
反

間
2
1
6
下

闇
～
～
～
以
　
計

町
町
反
反
反
．

2
1
農
U
2
ワ
偏

の
圧
倒
的
存
在
は
半
済
方
を
入
れ
て
も
汗
し

が
た
い
傾
向
と
考
え
ら
れ
る
。
小
農
罠
の
一

般
的
形
成
を
云
女
す
る
事
は
出
来
な
い
が
、

幾
業
経
営
と
し
て
可
成
り
小
規
模
な
竜
の
が

一
般
的
に
存
在
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
事
は
予

想
に
難
く
な
い
。

　
こ
の
半
済
と
は
単
に
貢
租
を
折
半
し
た
の
み
で
あ
ろ
う
か
。
少
く

と
も
、
こ
の
庄
で
は
名
の
田
畠
が
各
名
毎
に
半
分
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
下
地
の
分
割
が
行
わ
れ
た
と
み
て
よ
い
。
勿
論
散
在
し
て
い

る
名
田
畠
が
分
割
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
一
筆
毎
に
分
割
さ
れ
た
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わ
け
で
は
な
い
と
し
て
竜
、
分
割
後
の
本
所
分
、
半
済
分
と
屯
一
円

的
な
一
括
し
た
領
地
と
な
る
筈
は
な
い
。
本
所
百
姓
と
か
、
半
済
方

百
姓
と
い
う
名
称
が
つ
か
わ
れ
て
い
る
か
ら
、
百
姓
自
身
も
い
ず
れ

か
に
所
属
す
る
康
と
な
っ
て
い
る
。
又
可
成
り
の
一
円
性
を
も
つ
て
、

い
た
よ
う
で
あ
る
。
名
器
の
賦
課
と
し
て
は
、
修
理
替
銭
反
別
廿
三

文
の
分
銭
二
貫
八
十
七
文
の
中
か
ら
聖
別
欝
二
文
宛
七
名
分
二
百
廿

四
文
を
〃
狽
所
方
へ
出
し
て
い
る
の
一
か
み
ζ
り
れ
ワ
0
。
こ
の
詣
畢
は
名
げ
か
次

第
に
減
少
し
、
そ
の
多
く
が
分
解
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
名
が
貢
租
負
担
単
位
と
し
て
実
質
的
な
意
義
を
も
ち
つ
づ

け
た
事
を
意
味
す
る
。
正
長
二
年
に
公
交
で
あ
っ
た
下
野
坊
権
律
師

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

朝
賢
は
、
観
心
名
四
分
一
を
含
む
難
名
を
有
し
て
い
た
と
い
う
。
宝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

徳
四
年
末
武
名
嘉
名
は
彦
大
夫
に
宛
行
さ
れ
て
い
る
（
但
し
こ
れ
は
半

済
方
か
本
所
方
か
明
ら
か
で
な
い
）
。
康
正
二
年
に
は
真
村
名
四
分
一
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

鈴
女
に
安
堵
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
名
は
、
売
買
に
せ
よ
、
相

続
に
せ
よ
、
そ
の
際
庄
家
に
よ
っ
て
補
任
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
名

を
成
し
て
い
な
い
土
地
に
つ
い
て
は
代
官
の
変
更
に
よ
っ
て
は
「
任
晶

理
運
備
被
レ
預
捧
御
下
地
共
、
無
理
二
面
放
、
別
人
二
御
壷
協
。
一
年

一一

N
之
間
二
た
に
も
如
レ
此
条
二
学
年
協
。
　
後
門
二
成
協
ハ
・
普
代

（
譜
代
）
の
御
下
地
な
と
に
も
は
な
れ
申
候
ハ
ん
事
難
儀
峰
間
堅
御
筆

　
　
　
⑳
　
　
，

雷
申
上
峰
」
と
百
姓
を
歎
か
し
め
、
或
い
は
又
長
禄
三
年
の
惣
御
百

姓
等
申
状
に
「
少
免
事
先
年
道
祐
と
申
者
所
持
仕
檸
。
岡
弾
正
殿
御

代
官
之
時
、
　
彼
道
祐
罪
科
子
細
泳
而
、
　
閾
果
圃
て
公
文
方
へ
御
預

⑳峰
」
と
あ
る
よ
う
に
、
在
科
が
あ
れ
ば
闘
所
と
さ
れ
る
恐
れ
も
あ
っ

た
。
こ
の
よ
う
に
財
産
権
と
し
て
は
左
程
強
固
で
な
い
事
は
名
に
お

い
て
も
大
差
な
く
、
領
主
乃
至
代
官
の
恣
意
に
よ
っ
て
変
更
さ
れ
う

る
不
安
定
な
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
も
そ
の
際
領
主
は

講
料
を
と
る
。
代
官
の
私
の
宛
行
が
行
わ
れ
る
裏
に
は
、
こ
の
よ
う

な
私
的
な
役
得
の
存
在
を
予
想
し
う
る
の
で
あ
る
。
先
の
正
長
元
年

の
名
寄
で
は
助
国
名
の
伝
統
的
な
請
料
一
貫
伍
百
文
、
馬
上
免
の
請

料
七
百
六
十
四
文
、
散
田
分
の
請
料
反
別
二
百
文
宛
が
記
さ
れ
て
い

る
。
又
康
正
工
年
と
思
わ
れ
る
寺
家
の
使
栄
俊
の
報
告
書
に
、
　
「
尻

高
名
名
主
か
わ
り
の
間
補
任
事
」
と
し
て
、
　
「
太
良
左
衛
門
単
信
此

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

名
ハ
四
分
↓
名
に
て
越
廼
料
事
ハ
上
洛
之
時
運
送
可
申
い
」
と
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
名
が
年
貢
収
納
単
位
と
し
て
の
名
で
あ
る
限
り
、

そ
の
私
的
財
産
権
的
性
格
は
著
し
く
制
限
さ
れ
て
い
る
。
し
か
竜
後

に
な
れ
ば
な
る
程
、
名
が
そ
の
一
部
売
却
に
よ
っ
て
分
解
し
、
実
質

的
な
財
産
単
位
と
し
て
の
意
味
を
失
っ
て
ゆ
く
。
例
え
ば
大
永
四
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

半
済
方
助
国
名
四
分
一
の
内
の
一
段
が
売
却
さ
れ
た
如
く
で
あ
る
。
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半済下の庄毘盤寂井ケSl）

恐
ら
く
半
済
方
の
下
地
の
方
が
よ
り
多
く
名
編
成
を
分
解
せ
し
め
ら

れ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
本
所
方
に
あ
っ
て
も
名
編
成
が
分
解
の

傾
向
を
も
つ
て
い
た
事
は
、
天
文
廿
年
の
本
所
方
指
出
に
、
名
が
三
筆

半
に
減
少
し
て
い
る
事
に
し
め
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
半
直

方
と
い
っ
て
も
本
所
方
と
い
っ
て
竜
、
其
間
に
左
程
体
制
上
の
差
異

は
み
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
江
州
御
陣
の
野
伏
人
夫
三
十
人
を
守

護
方
よ
り
課
さ
れ
た
際
「
名
主
御
百
姓
井
地
頭
方
御
百
姓
昨
日
今
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

地
下
二
在
付
協
や
う
な
る
ま
う
と
ま
て
春
鳥
し
ん
ろ
う
仕
泳
」
と
い

わ
れ
た
名
主
、
御
百
姓
、
地
頭
方
御
百
姓
、
　
［
ま
う
と
」
と
い
う
区

別
は
、
正
長
名
寄
に
も
み
ら
れ
る
よ
う
な
領
家
方
の
名
主
及
び
名
を

編
成
し
て
い
な
い
下
地
の
百
姓
、
地
頭
方
百
姓
、
及
び
ま
う
と
を
指

し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
鎌
倉
時
代
の
地
頭
の
中
分
が
名
を
分
解
さ

せ
た
σ
に
対
し
半
済
は
名
を
分
解
し
は
し
な
か
っ
た
。
こ
の
事
は
、

半
済
が
庄
園
領
主
権
を
う
け
つ
ぎ
、
そ
れ
を
質
的
に
変
更
し
な
か
っ

た
事
（
そ
れ
だ
け
、
守
護
大
名
と
室
町
時
代
の
庄
園
領
主
と
が
鎌
倉

隠
代
の
地
頭
と
庄
園
領
主
の
よ
う
な
鋭
い
階
級
的
対
立
を
内
包
し
て

い
な
か
っ
た
事
を
意
味
し
て
い
る
。
半
済
は
こ
の
よ
う
に
庄
園
の
基

本
的
体
制
即
ち
名
体
制
を
本
質
的
に
廃
棄
は
し
な
か
っ
た
。
こ
の
事

は
、
半
済
方
一
守
護
大
名
…
守
護
被
官
人
が
最
初
か
ら
領
主
と

し
て
在
地
に
の
ぞ
ん
だ
結
果
で
あ
っ
て
、
そ
の
限
り
で
庄
園
領
主
と

同
様
在
地
の
生
産
構
造
か
ら
遊
離
し
た
寄
生
的
存
在
で
あ
っ
た
結
果

で
あ
る
。
な
お
こ
の
名
主
・
百
姓
・
ま
う
と
と
い
う
庄
園
領
主
的
身

分
が
庄
内
の
村
共
同
体
の
中
で
ど
の
よ
う
な
意
義
を
竜
つ
た
か
は
重

要
な
問
題
で
あ
る
が
詳
ら
か
に
す
る
事
は
出
来
な
い
。

C
　
前
述
の
よ
う
に
本
所
半
済
に
下
地
が
分
割
さ
れ
百
姓
は
・
本
所

方
・
半
済
方
の
ど
ち
ら
か
に
帰
属
せ
し
め
ら
れ
た
け
れ
ど
も
、
半
済

方
の
体
制
が
本
所
方
と
さ
し
た
る
差
を
も
た
な
い
と
す
れ
ば
現
地
の

百
姓
の
日
常
的
な
共
同
生
活
は
、
領
主
の
分
割
に
よ
っ
て
質
的
に
ち

が
っ
た
二
つ
の
部
分
に
二
分
さ
れ
た
事
に
は
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
現

地
百
姓
が
領
主
の
分
割
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
　
一
体
の
共
同
生
活
を
営

ん
で
い
た
事
は
次
の
例
で
よ
く
知
ら
れ
る
。

　
そ
の
一
つ
は
、
康
正
二
年
末
武
名
を
拾
貫
文
に
売
却
し
た
藤
太
夫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

と
い
う
人
物
が
有
し
て
い
た
山
王
禰
宜
職
の
問
題
で
あ
る
。
文
意
に

理
解
し
に
く
い
点
も
あ
る
が
、
事
の
お
こ
り
は
、
百
姓
た
ち
に
対
し

見
栄
と
い
う
人
物
が
、
十
貫
文
の
金
子
の
返
却
を
迫
っ
た
事
に
あ
っ

た
。
こ
の
十
貫
交
と
い
う
の
は
元
来
藤
太
夫
が
永
徳
俺
に
山
王
禰
宜

職
を
売
却
し
た
際
の
代
金
で
あ
る
が
、
永
徳
庵
は
折
角
買
得
し
な
が

ら
も
山
林
を
切
取
る
ば
か
り
で
山
王
の
宮
の
修
理
を
し
な
い
の
で
、
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遂
に
宮
の
仮
屋
も
つ
ぶ
れ
、
地
下
の
出
仕
も
止
っ
て
し
ま
っ
た
。
し

か
し
、
こ
の
宮
は
「
一
方
な
ら
ぬ
御
宮
」
で
あ
る
の
で
、
地
下
百
姓

た
ち
は
、
本
所
・
半
済
の
御
代
官
様
に
相
談
し
た
処
、
そ
れ
程
無
沙

汰
な
の
で
あ
れ
ば
、
永
徳
庵
は
山
王
禰
宜
職
を
取
放
し
、
地
下
と
し

て
造
営
し
た
ら
よ
い
と
い
う
返
事
な
の
で
、
そ
の
御
成
敗
に
ま
か
せ

て
地
下
と
し
て
造
営
し
、
棟
上
げ
に
五
貫
交
の
費
用
が
か
か
っ
た
。

し
か
し
、
地
下
と
し
て
は
、
永
久
に
永
徳
庵
を
禰
宜
職
か
ら
、
取
放
す

の
も
不
便
だ
か
ら
と
い
う
の
で
、
棟
上
に
か
か
っ
た
五
貫
文
の
う
ち

三
貫
文
を
支
払
つ
た
な
ら
禰
宜
職
を
返
し
て
や
ろ
う
と
い
っ
た
。
だ

が
永
徳
耀
は
「
と
も
か
く
も
地
下
の
計
た
る
べ
き
由
篇
を
申
す
の
で
、

か
の
藤
太
夫
の
売
券
を
と
り
か
え
し
、
現
在
の
禰
宜
（
名
は
わ
か
ら
な

い
）
に
「
為
惣
庄
」
五
貫
文
で
売
り
渡
し
た
。
ま
も
な
く
、
永
徳
庵

の
先
住
は
死
亡
し
そ
の
弟
見
尊
は
永
徳
庵
を
す
て
他
所
へ
行
っ
て
し

ま
っ
た
が
、
そ
の
他
所
へ
行
っ
た
見
尊
が
十
貫
文
を
返
せ
と
い
っ
て

き
た
の
で
、
百
姓
た
ち
が
目
安
を
捧
げ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
闘

題
な
の
は
、
百
姓
た
ち
が
本
所
と
半
済
双
方
の
代
宮
に
糧
聾
し
て
い

る
事
と
、
売
券
を
取
返
し
て
別
人
に
宛
て
た
華
竜
「
為
地
下
私
仕
た

る
事
」
で
は
な
く
ど
こ
ま
で
竜
「
以
公
方
様
御
意
」
や
っ
た
事
だ
と

主
張
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
二
つ
の
矛
盾
し
た
面
を
も

つ
て
い
る
。
即
ち
、
愛
翫
地
下
は
、
永
徳
魔
か
ら
売
券
を
と
り
竜
ど

し
、
宮
を
再
建
し
、
別
人
に
禰
宜
職
を
宛
行
す
る
等
自
主
的
な
惣
庄

と
し
て
の
活
動
を
一
方
で
行
い
な
が
ら
、
他
方
で
は
、
そ
の
行
為
の

合
理
づ
け
を
半
済
・
本
所
双
方
の
代
官
の
裁
定
に
求
め
て
い
る
。
勿

論
、
実
際
の
行
為
は
、
惣
庄
共
同
体
の
自
主
的
活
動
で
あ
り
、
公
方

様
の
御
意
を
も
つ
て
や
っ
た
と
い
う
の
は
弁
明
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

重
要
な
事
は
、
こ
の
よ
う
な
弁
明
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
程
、
常

に
領
主
、
と
り
わ
け
半
済
方
の
領
主
の
圧
力
の
下
に
あ
り
な
が
ら
、

惣
庄
と
し
て
売
券
を
と
り
あ
げ
別
人
に
宛
行
す
る
よ
う
な
強
権
を
発

動
し
、
宮
の
造
営
を
行
う
と
い
っ
た
一
体
的
な
行
為
を
営
ん
で
い
る

事
で
あ
る
。
こ
こ
に
南
北
朝
以
来
代
官
を
忌
避
し
年
貢
減
免
を
実
現

し
て
き
た
惣
庄
共
同
体
が
、
半
済
に
よ
る
百
姓
の
分
割
に
も
拘
ら
ず
、

根
強
く
活
動
し
て
い
る
実
体
を
み
る
事
が
出
来
る
。

　
も
う
一
つ
の
例
は
寛
正
七
年
と
思
わ
れ
る
左
近
大
夫
と
弥
太
郎
の

　
　
　
　
⑳

相
論
で
あ
る
。
相
論
の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
西
山
の
左
近

大
夫
は
上
安
エ
ハ
年
二
月
（
十
月
に
宝
徳
と
改
血
）
太
、
・
艮
の
泉
太
夫
（
太
良

庄
に
は
涯
戸
晴
代
か
ら
現
在
に
か
け
太
良
、
谷
、
鳴
滝
、
定
国
の
四
谷
四
在
所

が
あ
る
。
西
山
が
何
に
あ
た
る
か
不
明
）
の
所
で
手
足
弐
貫
文
を
借
り
一

八
歳
に
な
る
童
を
質
に
入
れ
た
。
そ
の
後
泉
太
夫
は
左
近
太
夫
の
拘
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え
て
い
る
半
済
方
黙
諾
名
三
分
一
を
く
れ
た
ら
人
質
の
文
書
を
か
す

と
約
束
し
た
の
で
、
左
近
太
夫
が
売
券
を
記
し
て
渡
し
た
。
と
こ
ろ

が
泉
太
夫
は
前
の
人
質
の
文
書
が
見
当
ら
な
い
と
い
っ
て
そ
の
文
書

を
返
さ
ず
、
欝
欝
名
器
分
一
だ
け
は
半
済
方
か
ら
宛
行
状
を
う
け
と

っ
て
お
い
た
。
泉
太
夫
の
死
後
そ
の
子
弥
太
郎
は
そ
の
人
質
の
文
書

を
竜
っ
て
半
済
方
へ
訴
え
出
た
。
そ
こ
で
相
論
に
な
っ
た
わ
け
で
あ

る
。
最
後
に
両
者
湯
起
請
の
結
果
、
弥
太
郎
に
失
が
あ
り
、
戦
書
の

罪
に
問
わ
れ
、
内
縁
を
も
つ
て
詑
を
し
て
や
っ
と
安
堵
さ
れ
る
が
、

湯
起
請
最
中
に
巨
細
を
報
じ
た
百
姓
の
東
寺
太
良
庄
政
所
宛
書
状
は

次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。

左
近
大
夫
も
と
ハ
半
済
方
居
住
者
に
て
碗
。
今
春
家
を
も
不
持
協
。
弟
之
小

　
　
　
　
　
　
（
マ
・
）

左
近
大
夫
の
所
を
頼
所
怖
。
是
者
御
本
所
居
住
に
て
憾
。
半
済
方
の
名
を
拘

肺
。
弥
太
郎
ハ
も
と
ハ
御
本
所
居
住
二
て
怖
へ
共
、
炎
上
恥
て
今
潜
半
済
方

之
象
を
買
協
て
居
偽
。
乍
レ
一
口
本
所
之
御
名
を
回
申
怖
。
若
左
近
大
夫
失

（
湯
起
清
の
失
）
協
ハ
玉
、
其
身
の
事
者
申
二
お
よ
ひ
怖
ハ
す
、
芝
之
小
大
夫

（
小
左
近
大
夫
）
の
所
を
悉
御
と
り
あ
る
へ
き
由
被
仰
協
。
　
左
近
大
夫
砺
ハ

す
ハ
、
弥
太
郎
謀
書
を
仕
怖
間
、
悉
め
さ
る
へ
き
由
被
旧
邸
。
何
と
一
方
ハ
そ

ん
し
偽
へ
く
恥
。
両
方
と
も
二
御
本
所
之
御
百
姓
二
て
協
間
注
進
仕
施

見
ら
れ
る
よ
う
に
在
地
の
関
係
は
半
済
も
本
所
も
な
い
。
百
姓
の
移

転
は
自
由
で
あ
り
、
兄
は
半
済
方
、
弟
は
本
所
方
に
居
住
と
い
う
状

態
に
あ
っ
た
り
、
本
所
方
の
百
姓
が
半
済
方
の
名
を
掬
え
、
半
済
方

の
百
姓
が
本
所
方
の
名
を
拘
え
た
り
し
て
い
る
。
本
所
方
・
半
済
方

と
い
い
な
が
ら
、
そ
れ
は
只
領
主
の
年
貢
徴
収
及
び
検
断
権
の
よ
う

な
限
定
さ
れ
た
領
主
権
の
み
に
関
す
る
事
で
あ
っ
て
、
実
際
に
現
地

百
姓
の
生
活
は
、
前
に
の
べ
た
村
単
位
の
生
活
共
同
体
を
場
と
し
て

行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
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⑱
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コ
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⑱
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＠＠＠
A

高
鳥
居
交
書
一
九

文
書
ハ
5
二
〇
七
、

爵入

�
黷
T
　
七
五
、

　
　
　
⑳
文
書
フ
ー
～
6
1
四
三

二
8
三
五
一
、
高
鳥
暦
文
書
一
〇

ハ
4
・
一
四
山
ハ
、
バ
ー
一
瓢
七
、
　
バ
ー
四
一
、
ハ
2
四
［
九

を
と
げ
て
い
る
。

」
応
一
段
落
す
る
と
共
に
見
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

於
て
南
北
朝
期
の
当
庄
公
文
・
代
官
は
、

属
し
、
或
い
は
守
護
被
富
人
と
な
っ
た
。

て
乗
り
こ
ん
で
き
た
守
護
一
色
砥
の
支
配
は
当
国
八
幡
宮
井
上
下
宮

流
遠
寺
を
地
頭
御
家
人
役
と
し
て
課
す
る
事
か
ら
は
じ
ま
っ
た
。
永

和
三
年
の
そ
れ
は
守
護
被
官
人
海
部
左
衛
門
方
へ
十
一
貫
二
百
五
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

文
の
料
足
を
渡
し
て
事
済
み
に
な
っ
て
い
る
が
、
永
徳
二
年
に
竜
胆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

枝
保
と
地
頭
方
双
方
へ
勤
仕
が
命
じ
ら
れ
て
お
り
、
至
徳
二
年
に
も

　
　
　
　
④

同
様
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
地
頭
御
家
人
役
を
守
護
が
催
す
所
に
当

時
の
守
護
大
名
の
鎌
倉
以
来
の
伝
統
的
権
限
を
復
活
す
る
と
同
時
に

在
地
庄
官
を
守
護
の
支
配
下
に
組
織
化
し
て
ゆ
こ
う
と
い
う
努
力
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

み
ら
れ
る
。
応
永
八
年
に
は
沙
汰
人
以
下
に
京
都
の
普
請
役
を
宛
て
、

応
永
廿
八
年
に
は
公
文
弁
裕
代
懸
軍
賢
と
に
徳
銭
五
十
貫
文
を
課
し

　
二
　
守
護
大
名
の
課
役

庄
園
に
対
す
る
守
護
大
名
の
支
配
は
室
町
中
期
に
一
つ
の
無
事

　
　
　
　
　
こ
の
変
化
は
庄
官
を
守
護
被
官
人
と
す
る
動
き
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
即
ち
、
当
庄
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
或
い
は
細
川
濡
氏
の
手
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
人
層
の
反
抗
を
粉
砕
し

　
　
⑤

て
い
る
。
こ
の
時
は
十
質
文
を
出
し
た
だ
け
で
す
ん
だ
が
、
　
「
寺
家

之
御
年
貢
に
て
協
と
竜
遷
御
初
物
に
て
縢
と
も
先
礼
銭
二
て
出
遊
ハ

て
ハ
か
な
う
ま
し
き
由
せ
め
付
峰
」
と
い
う
守
護
方
の
謎
責
は
、
庄

官
を
通
じ
て
領
家
に
と
っ
て
か
わ
っ
て
庄
園
を
支
配
し
よ
う
と
い
う

動
き
を
し
め
し
て
い
る
。

　
勿
論
守
護
の
庄
園
侵
略
は
沙
汰
人
庄
富
を
通
じ
て
の
み
行
わ
れ
た

わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
在
地
の
庄
民
全
体
に
対
す
る
課
役
の
方

が
多
い
事
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
応
永
廿
六
年
を
最

後
に
、
庄
官
を
対
象
と
し
た
守
護
役
の
賦
課
は
影
を
ひ
そ
め
て
し
ま

う
。
こ
の
よ
う
に
一
色
氏
が
、
な
お
庄
官
沙
汰
人
を
自
己
の
下
に
組

み
し
き
組
織
化
し
て
ゆ
く
努
力
を
し
て
い
る
の
に
対
し
、
永
享
十
年

入
部
し
た
武
田
氏
が
全
く
こ
れ
を
行
わ
な
か
っ
た
と
い
う
網
違
は
、

一
色
・
武
田
と
い
う
二
つ
の
守
護
大
名
の
緬
性
の
差
異
と
い
う
よ
り
、

守
護
大
名
一
般
の
支
配
の
仕
方
の
歴
史
的
な
変
化
と
見
た
方
が
妥
当
．

な
よ
う
で
あ
る
。
即
ち
、
南
北
朝
か
ら
目
立
つ
庄
官
（
国
人
履
）
の
守

護
被
官
化
は
室
町
前
期
で
一
応
完
成
し
、
室
町
中
期
以
降
に
庄
園
の

存
続
し
た
所
で
は
、
庄
園
領
主
の
直
務
代
官
と
在
地
の
公
文
と
い
う

形
で
荘
官
が
存
在
し
た
が
、
そ
の
場
合
の
公
文
は
か
つ
て
の
国
人
層

の
よ
う
に
軍
民
の
上
に
伝
統
的
な
支
配
権
を
有
す
る
領
主
で
は
な
く
、
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半済下の庄厩生活（井ケ田）

ま
さ
に
荘
民
の
一
構
成
員
で
あ
り
、
或
は
地
下
の
お
と
な
な
り
を
行

い
、
地
下
に
同
座
す
る
事
に
よ
っ
て
村
内
に
優
越
し
た
地
位
を
安
泰

に
す
る
等
、
い
わ
ば
惣
庄
共
同
体
に
拘
束
さ
れ
て
、
領
主
へ
の
転
化

　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

が
困
難
な
層
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、
彼
等
が
守
護
大
名
の
被
官
又
は

陪
臣
被
官
と
な
っ
て
行
く
の
は
、
更
に
戦
国
時
代
も
下
っ
て
か
ら
で

あ
っ
て
こ
の
永
享
・
嘉
吉
か
ら
応
仁
文
明
等
々
の
頃
ま
で
は
そ
の
中

間
的
な
安
定
し
た
段
階
に
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
庄
園
領
主
一
庄

官
の
下
に
惣
庄
（
睡
名
主
連
合
）
と
し
て
把
握
さ
れ
た
在
地
の
構
造
が

庄
園
領
主
…
一
卑
賎
と
い
う
構
造
に
変
化
し
た
事
が
、
守
護
大
名
の

課
役
賦
課
の
あ
り
方
を
か
え
た
主
要
な
要
因
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

今
こ
こ
で
は
そ
の
変
化
を
あ
と
づ
け
る
事
が
困
難
で
あ
る
が
、
後
に

見
る
よ
う
に
、
公
文
を
と
び
こ
え
て
百
姓
が
代
官
を
忌
避
す
る
よ
う

な
力
が
生
れ
て
い
た
事
を
も
つ
て
こ
れ
を
傍
証
し
う
る
で
あ
ろ
う
。

　
か
く
し
て
庄
官
に
対
す
る
賦
課
が
行
わ
れ
な
く
な
っ
た
後
も
、
な

お
増
大
し
つ
づ
け
る
守
護
大
名
の
庄
園
に
対
す
る
収
奪
形
態
は
、
反

　
（
要
）

銭
、
用
銭
、
入
夫
役
、
検
断
権
の
行
使
で
あ
っ
た
。
次
に
こ
れ
を
見

て
ゆ
こ
う
。

B
　
反
銭
の
賦
課
で
注
目
す
べ
き
は
、
寛
正
七
年
の
公
文
慶
賢
の
東

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

三
論
公
文
所
宛
の
書
状
で
あ
る
。
即
ち
慶
賢
は
今
度
の
反
銭
に
つ
い

て
国
の
催
促
が
厳
し
い
の
で
弁
じ
申
し
た
が
、
　
「
御
領
之
御
事
聖
業

不
入
已
後
更
二
国
済
仕
た
る
事
な
く
外
」
と
い
っ
て
い
る
。
事
実
段

銭
に
つ
い
て
は
、
京
済
か
国
典
か
、
乃
至
免
除
か
、
そ
の
た
め
の
一

献
料
か
が
も
っ
と
屯
主
要
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
地
の
段
銭

の
京
済
は
応
永
一
〇
年
外
宮
役
夫
公
米
が
國
催
停
止
と
な
っ
て
お
り

京
済
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
こ
の
確
証
の
な
い
例
を
除
け
ば
、
応

永
十
四
年
に
矢
野
・
大
山
の
庄
と
共
に
京
済
と
な
っ
た
の
が
史
料
的

　
　
　
　
⑨

な
初
見
あ
り
、
以
後
、
免
除
さ
れ
な
い
時
は
殆
ん
ど
京
済
で
あ
る
。

在
地
に
対
す
る
守
護
の
直
接
支
配
を
ふ
せ
ぐ
た
め
に
東
寺
が
、
主
導

的
に
京
済
と
し
た
事
が
考
え
ら
れ
る
。
か
く
て
反
銭
は
在
地
戦
勝
か

ら
代
官
の
手
を
通
じ
て
東
寺
の
手
に
入
り
、
そ
こ
か
ら
幕
府
の
段
銭

奉
行
、
乃
至
守
護
に
渡
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
だ
が
画
一
の
御
教
書

を
下
し
て
も
、
国
の
上
鞍
が
直
ち
に
止
む
は
ず
は
な
か
っ
た
。

　
応
永
十
九
年
段
銭
免
除
の
際
に
は
免
状
を
守
護
方
に
遣
わ
し
た
が

既
に
そ
れ
以
前
守
護
方
は
「
国
中
は
ら
ふ
日
限
」
が
七
月
二
十
三
日

で
あ
る
と
い
っ
て
二
十
三
日
に
使
を
入
れ
、
翌
日
は
守
護
方
一
貫
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
㌔
　
　
　
マ
・

百
文
、
新
足
に
三
百
文
、
他
に
「
使
料
足
さ
う
事
（
雑
事
力
）
」
に
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

貫
文
計
三
貫
文
を
奪
っ
て
い
る
。
応
永
二
十
年
に
も
即
位
段
銭
が
京

済
に
な
っ
た
が
、
御
教
書
が
下
る
前
に
守
護
使
が
入
部
し
、
使
料
や
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雑
事
の
費
用
と
し
て
礼
…
銭
に
二
貫
四
百
五
十
一
文
の
出
費
が
あ
っ
た
。

代
官
は
百
姓
に
こ
の
支
払
を
命
じ
た
が
、
百
姓
は
一
貫
四
百
五
十
一

文
を
渡
し
た
だ
け
で
残
り
誌
貫
文
は
「
い
か
や
う
に
御
さ
い
そ
く
泳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

共
沙
汰
仕
峰
事
ハ
協
ま
し
く
協
」
’
と
東
寺
惣
公
文
所
に
訴
え
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

　
文
安
元
年
造
内
裏
段
銭
が
京
済
と
な
り
、
半
分
を
京
都
で
納
め
て

い
る
が
、
京
済
の
奉
書
を
下
す
際
に
守
護
代
逸
見
が
添
状
を
出
す
の

を
し
ぶ
り
、
若
狭
に
お
る
守
護
方
は
添
状
を
下
さ
る
べ
し
と
称
し
、

結
局
、
圏
済
を
と
げ
、
百
姓
が
段
銭
を
支
払
っ
て
し
ま
い
、
寺
家
京

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

高
ず
み
の
半
分
は
余
分
に
出
し
た
事
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
よ

う
に
京
済
に
は
な
っ
て
も
御
教
書
の
現
地
到
着
ま
で
に
、
或
い
は
守

護
使
入
部
の
費
用
や
き
び
し
い
と
り
立
て
で
現
地
に
対
す
る
守
護
の

支
配
が
貫
凝
し
て
い
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
反
銭
は
必
ず
し
電
公
方
段
銭
と
は
限
ら
ず
、
守
護
反

銭
も
あ
り
、
後
に
な
れ
ば
守
護
反
銭
の
み
で
、
年
間
数
十
貫
文
に
及

ぶ
よ
う
に
な
る
。

　
か
く
て
、
駐
留
は
寺
家
に
頼
ら
ず
、
自
力
で
守
護
使
に
対
決
せ
ざ

る
を
え
な
い
。

C
　
夫
役
　
明
徳
元
年
地
頭
方
在
家
百
姓
は
守
護
の
京
上
帯
に
つ
い

て
次
の
よ
う
な
訴
状
を
提
出
し
た
。

　
「
元
来
こ
の
地
頭
分
の
在
家
百
姓
は
、
屋
敷
分
と
し
て
僅
小
な
免

畠
を
給
っ
て
お
り
、
地
頭
分
の
政
所
殿
が
自
然
地
下
西
津
小
浜
へ
出

る
時
に
御
共
す
る
の
が
先
例
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
今
度
の
守
護

（一

F
）
は
夫
役
を
惣
庄
大
小
の
家
別
役
に
領
家
分
の
内
の
御
百
姓
が

相
計
宛
串
さ
れ
た
の
で
、
地
下
の
御
代
官
方
に
年
六
歎
き
申
し
て
き

た
が
、
　
一
向
上
聞
に
達
し
な
い
。
仕
方
が
な
い
の
で
今
ま
で
勤
め
て

き
た
が
、
今
度
、
寺
家
代
官
で
は
あ
る
が
、
上
方
御
奉
行
で
あ
る
永

田
殿
が
下
向
さ
れ
た
の
で
、
在
家
の
百
姓
た
ち
で
多
年
の
夫
役
の
事

を
歎
き
申
し
た
処
臨
時
非
法
だ
と
開
き
聞
食
さ
れ
、
地
頭
領
家
預
所

殿
御
寄
合
に
て
一
方
分
に
四
人
宛
十
二
人
の
夫
役
を
守
護
方
へ
出
す

事
に
治
定
し
安
心
し
て
い
た
処
、
公
方
の
御
下
知
に
背
く
か
ら
元
の

よ
う
に
在
家
別
に
宛
て
ら
る
べ
き
の
由
承
及
ん
だ
の
は
悲
し
い
事
だ
。

一
体
寺
社
本
所
御
領
は
主
役
の
夫
が
な
く
、
本
愚
者
発
艦
其
夫
役
を

入
立
て
ら
れ
る
事
は
周
知
の
事
で
、
近
所
で
き
い
て
も
、
賀
茂
社
松

永
、
国
富
庄
等
皆
こ
の
よ
う
な
制
度
に
な
っ
て
い
る
。
最
少
分
の
屋

敷
分
計
で
地
下
平
民
の
夫
役
を
か
け
ら
れ
る
の
は
か
な
わ
な
い
。
早

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

く
永
田
殿
の
定
め
ら
れ
た
事
を
制
規
と
し
て
ほ
し
い
」
と
。

　
こ
の
訴
状
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
本
来
、
寺
社
本
所
領
に
は
特
定

の
き
ま
っ
た
夫
役
が
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
、
地
頭
方
に
は
、
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各
屋
敷
免
贔
が
あ
り
、
そ
の
免
畠
を
有
す
る
在
家
の
み
が
、
地
頭
の

夫
役
を
つ
と
め
て
い
た
竜
の
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
一
色
の
支
配

は
こ
の
よ
う
な
旧
来
の
慣
習
を
や
ぶ
っ
て
新
し
い
大
小
家
別
役
を
か

け
て
き
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
地
頭
領
家
幽
幽
各
々
四
人
宛
の
夫

役
を
出
す
こ
と
で
妥
協
し
た
屯
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
守
護
夫

は
百
姓
の
新
し
い
負
担
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
が
、
恒
常
化
さ
れ
た

所
に
特
徴
が
あ
っ
た
。

　
添
上
夫
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
よ
り
、
暫
ら
く
前
永
徳
三
年
の
文
書

　
　
　
　
　
⑱

に
見
え
て
お
り
、
そ
の
前
年
に
、
長
田
弾
正
蔵
人
が
領
家
職
所
務
職

　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

に
申
付
け
ち
れ
て
い
る
か
ら
、
前
の
文
中
の
永
田
殿
の
下
向
は
永
徳

一二

N
の
事
で
あ
ろ
う
か
。
守
護
方
が
本
来
本
所
役
で
あ
っ
た
屯
の
を

奪
い
取
り
新
し
い
定
例
の
夫
役
に
編
成
し
な
お
し
た
事
情
が
よ
く
し

ら
れ
る
。
こ
の
夫
役
が
百
姓
に
と
っ
て
負
担
と
な
る
の
は
、
農
業
の

障
り
に
な
る
か
ら
で
あ
る
事
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
　
重
要
な
事

は
、
そ
れ
に
伴
う
経
済
的
負
担
で
あ
る
。
　
応
永
六
年
に
は
　
「
毎
月

夫
足
二
三
人
立
申
壷
口
国
へ
被
召
使
峰
時
ハ
掌
篇
一
二
貫
文
余
も
入

⑰捧
」
と
い
っ
て
お
り
、
応
永
工
十
一
年
に
は
守
護
の
静
意
向
の
夫
と

し
て
一
番
に
人
夫
四
人
馬
一
疋
、
　
工
番
に
人
夫
四
人
、
　
三
番
に
人

夫
二
人
で
、
最
初
に
立
て
た
馬
は
四
月
二
B
か
ら
五
月
廿
八
日
目
で

　
　
　
　
　
　
⑲

召
使
わ
れ
た
の
で
翌
年
に
は
公
文
弁
祐
代
官
乾
嘉
と
共
に
九
人
の
百

姓
が
連
署
し
て
如
何
程
費
用
が
か
か
っ
た
か
を
寺
・
家
に
報
告
し
て
い

⑲
る
。　

こ
の
伊
勢
夫
は
「
国
中
に
て
の
公
事
、
其
外
京
上
夫
」
の
外
の
臨

時
の
夫
役
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
三
時
の
夫
役
の
代
表
が
陣
夫
で
あ

っ
た
。
と
り
わ
け
武
田
氏
が
守
護
と
な
っ
て
か
ら
こ
の
陣
夫
は
目
立

っ
て
く
る
。
　
一
色
氏
の
際
に
は
、
　
戦
争
の
時
も
例
え
ば
永
徳
二
年

の
山
城
発
向
に
つ
き
野
伏
十
五
人
宛
召
つ
れ
て
京
へ
参
着
せ
よ
と
地

　
　
　
　
　
　
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

頭
領
家
政
所
載
沙
汰
人
宛
に
命
じ
て
い
る
よ
う
に
、
前
に
の
べ
た
守

護
の
庄
官
か
り
出
し
の
一
環
と
し
て
賦
課
さ
れ
て
い
た
。
前
述
伊
勢

夫
の
場
合
で
も
本
来
「
百
姓
之
恒
例
仕
峰
夫
」
で
は
な
く
「
諸
郷
保

　
　
　
　
　
　
し
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
あ

寺
社
本
所
御
領
御
代
官
御
方
へ
や
と
い
申
さ
る
る
夫
」
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
そ
れ
が
、
地
下
百
姓
の
役
と
な
り
、
武
田
氏
の
時
代
に

は
百
姓
役
と
し
て
し
き
り
に
陣
夫
の
要
求
が
出
て
く
る
よ
う
に
な
る
。

　
　
　
⑳

享
徳
四
年
陣
夫
五
人
の
賦
課
の
際
に
、
国
方
で
は
た
の
み
こ
ん
で
工

人
に
約
束
し
た
が
京
都
で
は
三
人
を
請
負
っ
て
し
ま
い
、
一
番
に
三

貫
文
宛
の
根
物
を
要
し
、
十
番
ま
で
陣
夫
を
立
て
ら
れ
質
物
三
十
貫

　
　
　
　
＠

に
及
ん
で
い
る
。
こ
の
時
の
百
姓
十
三
人
の
連
署
の
起
請
文
で
は
、

コ
人
間
別
五
十
文
、
一
番
上
下
十
五
臼
、
人
別
七
百
五
十
文
、
三
人
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一
番
で
二
百
五
十
文
、
十
番
で
廿
二
貫
五
百
文
、
京
か
ら
下
峰
夫
三
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

六
摂
に
九
百
・
叉
已
上
廿
一
二
貫
四
百
文
」
と
計
算
し
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
大
き
な
負
担
が
、
寺
家
の
年
貢
か
ら
差
ひ
か
れ
ず
、
半
分
が
地

下
百
姓
の
負
担
に
な
る
と
す
れ
ば
、
百
姓
は
逃
散
以
外
に
道
を
竜
た

な
い
こ
と
と
・
な
る
。
第
一
章
で
の
べ
た
年
不
詳
の
本
所
百
姓
の
申
状

は
、
若
州
江
州
御
陣
に
際
し
野
伏
人
夫
三
十
人
を
課
さ
れ
、
漸
く
十

五
人
に
止
め
て
竜
ら
つ
た
が
、
そ
の
十
五
人
が
九
月
廿
五
日
か
ら
十

一
月
十
日
号
で
四
十
五
臼
在
陣
の
「
名
主
御
百
姓
井
地
頭
方
御
百
姓

昨
日
今
欝
地
下
二
在
付
捧
や
う
な
る
ま
う
と
」
ま
で
が
こ
の
よ
う
に

大
変
な
辛
労
を
し
て
い
る
が
、
そ
れ
も
今
日
十
日
ま
で
の
事
で
「
又

此
日
よ
り
末
御
陣
無
題
二
郷
申
か
た
く
い
」
と
い
っ
て
い
る
。
こ
の

四
十
五
臼
間
の
穣
物
は
「
一
人
宛
之
日
別
之
狼
物
五
十
文
筆
」
と
記

し
て
い
る
か
ら
、
三
十
三
貫
文
の
計
算
と
な
り
、
そ
の
負
担
は
想
像

を
絶
す
る
。

　
守
護
方
の
夫
役
は
、
陣
夫
に
と
ど
ま
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
宝
徳
二
年
と
思
わ
れ
る
年
不
詳
の
文
書
で
は
一
円
の
時
、
　
「
庭
は

き
の
夫
」
と
称
し
て
三
月
廿
一
日
以
前
に
三
人
罷
上
っ
た
夫
を
料
足

に
し
三
人
分
九
百
文
に
し
て
毎
年
沙
汰
し
て
い
た
が
、
半
済
に
な
っ

て
か
ら
本
・
輩
下
に
も
十
五
人
、
半
済
分
に
も
十
五
人
の
夫
を
か
け
る

よ
う
に
な
っ
た
と
あ
る
。
こ
の
時
は
四
十
八
貫
文
の
一
献
料
を
納
め

て
、
「
不
入
」
と
い
う
事
に
な
っ
た
ば
か
り
の
事
で
あ
る
か
ら
、
「
不

入
」
の
御
教
書
も
い
か
に
実
効
の
な
い
屯
の
で
あ
っ
た
か
が
わ
か
る
。

又
半
済
が
、
在
地
百
姓
の
支
配
に
守
護
が
く
い
こ
ん
で
く
る
事
を
い

か
に
助
長
し
た
か
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
守
護
方
の
夫
は
、

か
つ
て
本
所
の
夫
で
あ
っ
た
も
の
か
ら
、
工
夫
、
更
に
は
新
し
い
名

目
を
つ
け
た
臨
時
の
夫
と
い
・
う
よ
う
に
、
種
々
雑
多
で
あ
り
、
し
か

も
そ
れ
が
、
恒
常
化
す
る
傾
向
に
あ
り
逃
散
を
ひ
き
お
こ
す
ま
で
に

在
地
百
姓
を
い
た
め
つ
け
た
事
・
が
し
ら
れ
る
。

D
　
守
護
方
要
銭
　
段
銭
の
多
く
が
、
幕
府
朝
廷
の
入
用
で
あ
っ
た

の
に
対
し
、
守
護
夫
と
並
ん
で
守
護
方
の
収
入
源
と
し
て
大
き
な
も

の
に
、
守
護
方
の
要
銭
が
あ
る
。
飯
豊
と
い
う
以
上
、
守
護
方
へ
の

種
女
な
要
脚
入
目
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
臨
時
的
な
性
質
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
量
的
に
は
百
姓
の
負
担
の
中
で
か
な
り
大
き
な
比
重
を
占
め

て
い
る
。
し
か
も
こ
の
要
銭
が
量
的
に
著
し
く
増
大
す
る
の
も
又
武

田
琉
の
若
狭
守
護
時
代
で
あ
る
。

　
応
永
二
年
絶
交
土
竃
の
書
状
は
、
武
田
殿
（
守
護
武
田
で
は
な
く
、

一
色
時
代
の
守
護
被
宮
人
で
あ
ろ
う
）
が
大
役
を
こ
し
ら
え
て
一
献
分
を

沙
汰
し
た
ら
と
い
う
の
で
料
足
四
・
五
貫
文
を
費
し
た
と
記
し
て
い
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⑳る

し
、
応
永
二
十
六
年
に
は
徳
銭
と
称
し
代
官
方
に
か
け
ら
れ
た
守

護
役
を
地
下
役
と
さ
れ
百
姓
た
ち
が
二
十
五
貫
文
も
出
し
た
事
が
あ

⑬る
。
武
田
氏
の
時
代
に
な
る
と
康
正
元
年
に
は
守
護
が
借
銭
と
称
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊨

て
三
千
疋
を
か
け
、
更
に
謎
責
使
を
入
れ
て
い
る
。
翌
年
に
は
、
「
去

年
の
十
貫
覆
髄
出
時
二
よ
り
捧
て
寺
領
を
あ
・
な
つ
れ
協
て
篇
守
護
方

借
用
と
称
し
あ
わ
よ
く
ば
毎
年
借
用
と
称
し
て
と
り
た
て
る
腹
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

る
と
寺
家
代
官
が
報
告
し
て
い
る
。
長
禄
三
年
に
は
旧
冬
か
ら
当
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

両
度
の
御
要
銭
公
私
の
入
目
廿
貫
文
に
及
ぶ
と
あ
り
、
文
正
元
年
に

は
去
年
の
臨
時
五
十
貫
文
、
更
に
当
年
之
御
要
…
銭
も
如
去
年
十
五
貫

棄
」
と
あ
軸
・
こ
の
よ
う
に
男
手
の
要
望
は
・
守
護
乃
至
守
護

被
官
人
に
よ
っ
て
「
御
屋
形
様
年
始
御
礼
三
貫
文
扁
　
「
御
上
洛
の
御

要
銭
＋
貫
文
」
と
い
う
よ
う
に
、
毎
年
定
期
的
に
或
い
は
恒
常
的
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

と
り
た
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
も
そ
の
額
は
著
し
く
大
き
い

の
で
、
直
接
翼
壁
の
謎
責
使
が
入
れ
ば
、
勢
い
寺
家
の
年
貢
公
事
上

納
分
か
ら
支
払
い
、
或
い
は
そ
の
一
部
を
寺
家
年
貢
分
か
ら
差
引
い

て
百
姓
臼
身
の
二
重
の
負
担
を
幾
分
で
竜
軽
く
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

寺
家
は
成
べ
く
そ
の
よ
う
な
収
入
減
を
避
け
よ
う
と
す
る
か
ら
、
必

然
的
に
百
姓
が
逃
散
し
て
そ
の
役
を
逃
れ
よ
う
と
す
る
こ
と
と
な
つ

⑫
た
。

　
こ
の
よ
う
な
要
銭
は
元
来
庄
園
そ
の
も
の
に
か
か
る
も
の
と
、
地

下
そ
の
も
の
に
か
か
る
も
の
と
二
つ
あ
っ
た
。
長
禄
元
年
の
国
方
要

　
　
　
　
　
⑳

銭
に
つ
い
て
は
「
先
注
進
申
協
ハ
て
請
を
申
峰
闘
地
下
役
二
面
昨

へ
」
と
東
寺
が
地
下
百
姓
に
命
じ
て
お
り
、
百
姓
は
早
く
代
宮
を
下

し
て
「
彼
御
要
銭
之
事
も
地
下
へ
か
か
る
事
に
て
捧
か
御
領
役
二
て

協
か
御
き
翼
つ
く
ろ
い
協
て
」
佗
言
し
て
く
れ
と
頼
ん
で
い
る
。
こ

の
よ
う
に
東
寺
は
な
る
べ
く
守
護
方
要
衝
を
地
下
役
と
し
庄
園
年
貢

の
減
少
を
ふ
せ
こ
う
と
す
る
し
、
守
護
方
も
又
御
上
洛
要
銭
十
貫
文

を
お
さ
め
さ
せ
な
が
ら
、
　
「
更
に
上
使
馬
上
三
騎
上
下
十
四
五
人
」

の
謎
責
使
を
入
れ
、
　
「
地
下
中
へ
五
貫
文
・
拾
貫
ツ
・
被
忍
業
」
前

の
十
貫
文
は
「
太
・
所
御
領
二
か
」
り
捧
是
は
御
百
姓
中
為
事
二
申
懸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

捧
」
と
謎
適
す
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
　
地
下
百
姓
は
、
　
地
下

百
姓
と
し
て
庄
園
と
は
独
立
の
守
護
賦
課
の
対
象
と
な
り
、
　
守
護

の
支
配
下
に
服
す
る
度
合
を
強
め
ざ
る
を
え
な
い
。
　
そ
の
際
の
単

位
は
他
な
ら
ぬ
、
地
下
百
姓
の
共
同
組
織
以
外
に
は
あ
り
え
な
か
っ

た
。E

　
一
献
料
　
守
護
方
の
収
奪
が
、
段
銭
で
あ
れ
夫
役
で
あ
れ
、
或

い
は
要
銭
で
あ
れ
、
武
力
と
暴
力
を
背
景
に
な
さ
れ
る
以
上
、
そ
の

地
の
百
姓
に
は
逃
散
以
外
の
抵
抗
手
段
は
な
か
っ
た
。
か
り
に
東
寺
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が
寺
家
の
権
威
や
、
勢
家
の
口
入
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
お
し
と
ど
め
、

不
入
当
知
行
安
堵
の
御
教
書
を
え
て
も
、
な
お
必
要
な
も
の
は
、
礼

銭
で
あ
り
、
　
一
献
料
で
あ
る
。
し
か
竜
京
都
で
得
た
御
教
書
が
守
護

に
よ
つ
て
遵
行
さ
れ
な
か
っ
た
り
、
在
国
守
護
被
官
人
が
謎
解
を
入

れ
れ
ば
そ
れ
は
又
そ
れ
で
在
国
一
献
料
が
し
ぼ
り
と
ら
れ
る
。
在
国

の
被
官
人
た
ち
や
守
護
の
課
役
に
際
し
て
は
、
地
下
で
一
献
料
を
出

　
　
ワ
ビ
ス

し
て
佗
済
ま
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
先
に
あ
げ
た
宝
徳
二
年
の
御
不
入
御
一
献
料
は
実
に
四
十
二
貫
で

あ
り
、
内
二
十
貫
∵
叉
は
十
二
月
に
寺
家
に
納
…
め
、
残
り
十
二
貫
文
は

五
文
子
の
利
平
を
加
え
て
翌
年
に
納
め
る
か
ら
残
十
貫
交
は
免
除
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

て
ほ
し
い
と
公
文
と
八
人
の
百
姓
が
頼
ん
で
い
る
。
こ
の
よ
う
に
守

護
方
の
謎
責
の
免
除
の
代
償
が
、
寺
家
の
一
献
料
の
催
促
で
あ
り
、

そ
れ
が
同
年
に
納
め
ら
れ
な
い
と
す
る
と
、
利
子
を
加
え
る
べ
き
借

金
と
な
る
。
ど
ち
ら
に
し
て
も
救
わ
れ
な
い
の
は
地
下
百
姓
で
あ
る
。

　
こ
れ
程
に
大
き
な
一
献
料
は
こ
の
例
以
外
に
は
余
り
見
当
ら
な
い

が
、
　
康
正
二
年
の
よ
う
に
内
裏
料
段
銭
を
納
め
な
が
ら
（
半
分
で
三

　
　
　
　
　
　
⑳

貫
二
百
二
十
五
文
）
、
　
東
寺
公
文
は
京
済
に
よ
り
昌
昌
を
止
め
た
と
思

わ
れ
る
御
忌
需
の
一
献
分
に
　
二
貫
文
を
寺
家
に
進
卸
す
る
よ
う
太

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

良
庄
御
代
官
に
命
じ
て
い
る
。
岡
年
と
思
わ
れ
る
太
良
庄
に
下
向
し

て
い
た
上
使
栄
俊
の
書
状
に
は
、
段
銭
用
却
六
貫
四
百
五
十
王
交
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥

同
沙
汰
用
途
三
貫
五
百
交
の
運
上
を
報
じ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
年
不
詳
の
四
月
過
五
日
付
百
姓
申
状
で
は
要
銭
の
事
に
つ
い
て
逸

見
弾
正
が
馬
上
に
て
上
下
二
十
人
平
で
二
十
貫
文
を
か
け
て
き
て
、

一
日
一
夜
つ
か
え
て
佗
怨
讐
し
た
が
、
結
局
聖
霊
九
貫
文
で
日
限
は

四
月
二
十
七
日
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
御
礼
や
何
や
か
や
で
十
四
貫

余
も
入
り
、
耕
作
が
出
来
な
い
と
い
う
。
結
局
、
合
計
要
言
昔
貫
文

以
上
の
負
担
を
負
わ
ね
ば
な
ら
な
い
事
に
な
っ
た
。
　
一
献
料
と
い
う

の
は
、
お
く
れ
れ
ば
お
く
れ
る
程
在
地
の
費
用
の
か
さ
む
竜
の
と
な

る
わ
け
で
あ
る
。
恐
ら
く
応
永
年
中
と
思
わ
れ
る
太
良
庄
地
頭
領
家

御
年
貢
馬
銭
足
な
報
じ
た
百
姓
の
報
告
は
太
良
庄
の
東
寺
所
務
職
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

内
容
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
ひ
ど
い
と
き
に

は
こ
の
東
寺
へ
納
め
る
百
五
十
八
貫
余
の
三
分
一
に
及
ぶ
一
献
料
が

加
え
ら
れ
、
更
に
謎
責
そ
の
他
の
要
脚
、
守
護
夫
が
加
わ
れ
ば
、
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
に
大
き
な
負
担
を
庄
屋
が
負

　
（
）
0
0
0
　
　
　
　
　
0
0
0
0
　
　
　
　
0

　貫
49．40

3．50

3．00

3．00

　
貢
し
し
し

方
　
な
ち
ぢ

．
頭
年
春
夏
秋

地

90．00

3．50

3．00

3．00

領家方
　年　貢
　春なし
　夏ちし
　秋ちし

総計騰4。

わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
が
わ

か
る
。
守
護
方
の
検
断
権
の
行

使
に
つ
い
て
は
…
別
稿
に
述
べ
た

事
が
あ
る
の
で
省
略
す
盤
が
検
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半済下の庄畏生活（井ケ田）

断
権
の
濫
用
は
単
な
る
領
主
権
の
一
項
昌
た
る
警
察
権
の
行
使
に
留

ま
ら
ず
、
そ
の
裏
付
け
と
し
て
、
住
宅
資
財
の
没
収
等
の
財
産
的
利

益
を
意
味
し
た
事
を
忘
れ
る
事
は
出
来
な
い
。
と
り
わ
け
検
断
使
は

つ
ね
に
島
木
を
き
り
と
る
等
の
所
行
を
働
い
て
い
る
事
に
注
意
し
た

⑭い
。F

　
以
上
述
べ
た
よ
う
に
、
守
護
方
の
賦
課
は
歩
一
歩
庄
園
領
主
の

支
配
を
排
除
し
て
行
っ
た
。
庄
園
領
主
は
、
或
い
は
反
銭
を
京
済
に

す
る
等
の
努
力
に
よ
っ
て
、
自
己
の
収
奪
支
配
体
制
の
維
持
に
つ
と

め
た
が
、
そ
の
口
的
が
庄
民
生
活
の
保
護
に
な
く
、
自
己
の
年
・
貢
徴

集
の
確
保
に
あ
る
限
り
、
要
塞
そ
の
他
の
在
地
の
苛
責
は
出
来
る
だ

け
地
下
役
に
し
ょ
う
と
し
た
。
又
守
護
方
の
夫
役
の
賦
課
も
、
古
い

名
主
中
心
の
庄
組
織
を
基
盤
と
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
ま
う
と
ま
で

を
も
駈
9
出
す
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
、
地
下
の
自
衛
組
織
の
団
結
は

益
タ
強
化
さ
れ
る
一
方
、
名
主
以
外
の
存
在
も
そ
の
村
内
に
お
け
る

地
位
を
意
識
す
る
に
至
る
。
庄
の
殼
に
つ
つ
ま
れ
な
が
ら
、
庄
内
に

は
庄
園
領
主
か
ら
政
治
的
に
も
独
立
し
た
地
域
的
集
団
が
、
形
成
さ

れ
つ
つ
あ
り
こ
れ
が
守
護
・
守
護
被
官
人
の
課
役
の
対
象
と
な
り
つ

つ
あ
っ
た
。

　
①
　
柴
田
実
著
「
庄
園
村
落
の
構
造
」
、
太
良
庄
の
都
参
照
。

＠＠＠　pa　＠＠＠＠＠＠ ②
文
讃
レ
6
四
六
　
　

③
〃
ツ
ー
　

一
二

④
〃
ツ
ー
一
二
　
　
⑤
〃
フ
ー
～
1
6
四
六

（
◎
　
　
〃
　
　
ツ
3
一
　
一
山
ハ

⑦
拙
稿
「
三
二
糊
の
崩
壊
過
程
」
（
『
岡
三
社
法
学
』
第
四
十
五
丹
）
参
照
。

　
惣
庄
惣
村
に
つ
い
て
は
石
田
善
人
氏
「
惣
に
つ
い
て
扁
（
『
史
林
』
一
九
五

　
五
年
第
晶
ハ
ロ
万
）
　
を
参
昭
…
。

⑧
文
轡
ハ
3
八
○

⑨
　
文
書
レ
4
～
5
二
七
、
猶
、
反
銭
京
済
に
つ
い
て
は
田
沼
陸
氏
「
寺
社
　

　
円
所
領
に
お
け
る
守
護
領
隅
の
展
開
」
（
『
歴
婁
評
論
』
　
～
○
八
号
）
参
照

⑩
　
　
〃
　
　
ツ
・
4
　
　
　
　
一
瓢
工
ハ
　
　
　
　
⑰
）
　
〃
　
　
ツ
3
　
　
　
　
一
　
一
七

⑫
〃
ハ
4
　
＝
一
七

⑬
　
〃
　
ア
3
6
～
5
2
一
六
八
　
前
野
別
稿
で
こ
の
薯
実
を
交
書
の
目
付
の
康

　
正
二
年
と
し
て
し
ま
っ
た
が
、
こ
れ
は
文
安
元
年
の
例
を
記
し
た
年
代
で

　
あ
っ
た
の
で
本
文
の
よ
う
に
訂
正
し
て
お
く
。

　
　
文
二
二
ー
　
　
　
ヒ
　
　
一
　
〃

　
　
　
ア
5
3
～
6
2
ニ
ニ
六

lt ’ノ　　　ノノ　　　1／　　　11

ッ
ー
～
1
0

ハ
3

ハ
3

ハ
3

東
寺
古
文
．
零
聚

1一

@
　
ハ
4

六　　　八八九二
六三九八三九

フ
4
1
～
5
3
一
〇
八

フ
4
1
～
5
3
一
四
〇

＠＠＠＠＠＠＠＠＠　c｛．）

〃〃〃文〃〃〃〃〃〃
　　書ハハハハレツハレハゑ
1331842　12　2　29
　　　　　　e　？
　　　　　　13　37

三
四

五
五

六
踏

五
七

一
二
九

四
四

二
二

八
四

八
五

露
八
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航

⑳
〃
　
ハ
3
　
　
八
五
　
　
⑳
〃
　
ハ
5
　
二
〇
五

⑭
　
1一

@
ア
6
3
～
7
0
二
八
一
　
　
　
⑰
　
〃
　
ア
3
6
～
5
2
　
七
一

⑳
　

〃
　
　
ハ
2
　
　
　
四
五
　
　
　
⑳
　

〃
　
フ
壌
～
お
　
　
一
一

⑩
〃
　
ハ
5
　
二
一
〇

⑪
　
〃
　
ハ
2
　
　
　
五
四
　
　
「
半
済
方
よ
り
御
け
ん
た
ん
之
審
御
本
所
方

　
を
も
お
し
な
へ
て
□
被
召
由
被
仰
偽
其
外
二
百
等
御
期
の
ま
ま
被
切
召
協

　
　
　
（
と
ヵ
）

　
人
夫
な
□
如
半
済
方
め
し
御
避
あ
る
へ
き
よ
し
被
仰
協
て
御
か
け
怖
扁

　
　
　
三
　
守
護
被
官
人

A
　
守
護
方
の
庄
園
侵
略
の
直
接
的
な
担
い
手
は
守
護
被
官
人
で
あ

る
。
半
済
と
い
い
、
要
銭
と
い
い
、
そ
れ
を
受
取
り
、
代
官
と
な
り
、

或
い
は
検
断
使
・
謹
責
使
と
し
て
入
部
す
る
の
は
こ
れ
ら
守
護
被
官

人
で
あ
る
。
守
護
領
国
の
権
力
的
基
礎
は
、
在
地
領
主
の
被
管
化
に

あ
り
、
こ
の
被
官
関
係
は
ル
ー
ズ
な
封
建
的
主
従
関
係
で
あ
る
と
い

わ
れ
て
い
る
。

　
こ
こ
で
は
こ
れ
ら
被
官
人
の
経
済
的
基
礎
や
、
被
宮
関
係
の
詳
細

を
み
’
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
　
た
だ
注
出
磁
す
．
へ
き
一
は
、
　
こ
れ
き
り
｛
寸
護
被

官
人
は
、
は
じ
め
か
ら
守
護
の
権
力
を
背
景
と
し
て
領
主
と
し
て
在

地
に
の
ぞ
ん
だ
事
で
あ
る
。
そ
れ
故
こ
こ
で
は
彼
ら
が
上
か
ら
ど
の

よ
う
に
在
地
を
把
握
し
て
い
っ
た
か
を
見
る
に
止
め
る
。

　
先
に
も
の
べ
た
よ
う
に
、
一
色
氏
の
守
護
領
国
の
時
は
庄
官
沙
汰

人
に
対
す
る
課
役
が
見
ら
れ
、
南
北
朝
時
代
以
来
の
庄
官
沙
汰
人
の

守
護
被
官
化
の
な
ご
り
を
と
ど
め
て
い
る
が
、
に
竜
か
か
わ
ら
ず
入

部
し
、
謎
責
す
る
守
護
使
は
、
特
に
在
地
と
の
つ
な
が
り
が
深
か
っ

た
と
は
思
え
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
武
田
氏
の
時
代
に
は
戦
国
時
代
ま

で
連
続
し
て
、
こ
の
庄
の
地
下
と
関
聯
を
竜
つ
守
護
被
宮
人
が
あ
ら

わ
れ
て
く
る
。
一
つ
は
山
内
で
あ
り
、
今
一
つ
は
山
県
で
あ
る
。

　
山
内
の
方
は
、
果
し
て
守
護
被
官
人
か
否
か
が
詳
ら
か
で
な
い
が

守
護
方
に
可
成
り
の
影
響
力
を
も
つ
た
人
物
で
あ
る
こ
と
は
た
し
か

で
あ
る
。

　
山
内
に
つ
い
て
は
宝
徳
二
年
と
思
わ
れ
る
山
内
入
道
の
寺
家
代
官

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

中
尾
弥
五
郎
宛
書
状
が
あ
る
。
当
時
張
大
夫
と
太
郎
大
夫
と
の
質
物

に
つ
い
て
の
三
論
が
あ
り
、
泉
大
夫
臨
書
と
決
定
し
た
が
、
本
所
か

ら
太
郎
大
夫
を
召
上
げ
ら
れ
る
べ
し
と
命
じ
て
き
た
。
そ
の
原
因
は

介
大
夫
が
米
銭
の
借
用
の
質
物
に
一
反
の
田
を
入
れ
、
そ
れ
を
完
全

に
返
却
出
来
な
か
っ
た
の
で
、
こ
の
田
を
太
郎
大
夫
が
知
行
す
る
こ

と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
　
こ
れ
に
対
し
、
和
泉
大
夫
が
、
窩
分

の
質
物
が
残
っ
て
い
る
と
い
っ
て
違
乱
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
か

く
、
和
泉
大
夫
は
緩
怠
の
子
細
が
多
い
の
だ
が
、
岡
殿
様
　
（
寺
家
代

官
ヵ
）
が
不
断
懇
に
し
て
い
る
の
で
黙
過
さ
れ
て
お
り
、
結
局
、
太
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半済下の庄民生活（井ケ細）

郎
大
夫
を
召
上
げ
る
と
い
う
の
は
所
存
外
に
思
わ
れ
る
。
代
官
中
尾

弥
五
郎
殿
に
不
審
が
残
っ
て
は
い
け
な
い
と
考
え
請
文
を
申
付
進
ず

る
次
第
で
あ
る
か
ら
、
　
「
努
々
御
本
所
ヘ
ハ
見
せ
申
さ
る
ま
し
く
泳

（
中
尾
殿
の
）
御
三
の
御
心
得
肝
要
峰
」
山
内
の
書
状
は
こ
の
よ
う
に

記
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
「
山
内
」
は
中
潮
弥
五
郎
に
対
し
本
所
に
は
内
証
で

在
地
の
現
状
を
報
告
す
る
立
場
に
あ
る
。
長
禄
四
年
の
公
文
清
兼
の

　
　
②

折
帯
に

　
　
　
　
山
内
方
劇
作
分
年
貢
事

　
　
　
　
　
　
合
叩
石
七
斗
四
升
七
合

　
　
　
　
　
代
六
貫
九
百
文

　
　
　
　
　
　
　
石
別
壱
貫
弐
百
交
宛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
ぬ

と
記
さ
れ
て
お
り
、
石
下
と
し
て
も
五
反
以
上
の
自
作
分
を
太
良
庄

内
に
耕
し
て
い
る
在
地
領
主
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
康
正
元
年

守
護
方
が
廿
貫
文
借
用
と
称
し
て
要
銭
を
賦
課
し
た
際
に
も
そ
の
額

を
減
ら
す
た
め
に
「
山
内
殿
の
御
扶
持
」
の
あ
っ
た
事
が
知
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

康
正
二
年
七
月
八
日
の
太
良
庄
国
仕
足
に
は
、
　
「
三
百
文
山
内
方
上

洛
之
時
礼
」
　
「
四
百
十
文
　
山
懸
五
郎
左
衛
門
井
山
内
方
中
村
薦
挙

時
」
と
あ
り
、
同
年
七
月
内
裏
段
銭
に
つ
い
て
闇
黒
殿
の
免
除
の
折

山
が
京
都
で
お
り
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
方
は
承
知
せ
ず
、
大
使

を
入
れ
よ
う
と
し
た
時
の
公
文
の
手
紙
の
「
尚
タ
書
」
に
竜
「
山
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

方
屯
無
等
閑
毒
素
へ
共
更
玄
無
承
引
協
」
と
あ
る
。
守
護
方
が
借
銭

と
称
し
て
米
銭
を
か
け
た
腹
の
底
で
何
を
考
え
て
い
る
か
に
つ
い
て

「
身
の
心
得
の
た
め
に
協
当
年
申
か
け
捧
て
毎
年
借
用
可
申
亦
由
砿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

を
内
々
に
し
ら
せ
て
く
れ
た
の
も
山
内
で
あ
っ
た
。

　
山
内
に
つ
い
て
は
此
以
外
に
何
竜
知
ら
れ
な
い
、
自
ら
守
護
被
官

人
と
し
て
当
庄
に
非
法
を
な
し
た
形
跡
が
史
料
の
上
で
全
く
見
当
ら

な
い
か
ら
、
守
護
領
国
内
に
そ
の
存
在
を
認
め
ら
れ
て
い
た
在
地
領

主
で
あ
る
に
と
ど
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
山
内
と
同
じ
よ
う

な
役
割
を
演
じ
な
が
ら
、
守
護
被
宮
人
と
し
て
の
面
旨
躍
如
た
る
も

の
が
あ
る
の
が
次
に
の
べ
る
山
県
氏
で
あ
る
。

8
　
被
官
人
由
県
氏
　
山
県
氏
が
は
じ
め
て
史
料
に
あ
ら
わ
れ
る
の

は
、
享
徳
元
年
の
事
で
あ
る
。
其
年
、
和
泉
大
夫
が
徳
政
を
企
て
或

い
は
牢
人
を
引
入
れ
た
罪
に
よ
っ
て
守
護
使
が
彼
の
住
宅
を
追
捕
し
、

資
財
雑
具
作
毛
以
下
を
点
取
り
、
結
句
惣
庄
所
務
職
を
押
領
し
た
際
、

守
護
の
奉
行
人
が
御
教
書
の
旨
に
従
っ
て
「
在
所
井
当
年
貢
燕
具
以

下
厳
密
可
被
渡
蟹
代
官
之
由
扁
を
命
じ
て
い
る
の
が
山
県
下
野
守
宛

　
　
　
　
④

で
あ
っ
た
。
以
来
山
県
は
一
貫
し
て
、
太
良
庄
の
半
済
方
代
官
で
あ

103　（875）



つ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
程
当
庄
と
密
接
に
関
係
を
屯
つ
た
守
護

被
官
人
は
他
に
い
な
い
。
爾
来
反
銭
の
免
除
も
守
護
の
奉
行
人
か
ら

山
県
下
野
守
に
下
さ
れ
る
。
康
正
元
年
の
借
用
と
称
す
る
要
銭
賦
課

に
際
し
、
京
都
で
十
貫
文
の
請
文
を
仕
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国

方
で
は
も
う
十
貫
文
沙
汰
し
な
け
れ
ば
許
さ
な
い
と
い
わ
れ
た
の
で

「
拾
貫
文
二
て
道
行
協
や
う
二
天
佗
雷
捧
て
回
折
帯
を
一
回
一
丁
て

由
［
鼠
小
殿
へ
御
下
協
西
日
口
山
山
峰
さ
や
£
り
二
協
ハ
ナ
フ
考
一
二
ヨ
遷
御
…
憐
開
促
蛍
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

る
へ
く
協
」
と
在
地
代
官
が
手
紙
を
認
め
て
い
る
。
享
徳
四
年
に
陣

夫
四
人
を
か
け
ら
れ
た
時
も
、
公
文
が
佗
を
し
た
け
れ
ど
も
、
　
「
山

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

三
殿
二
め
し
三
三
捧
間
中
タ
是
非
の
三
二
畢
二
不
及
峰
」
と
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
守
護
被
官
人
山
県
の
役
割
を
最
も
よ
く
示
す
史
料
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

年
不
詳
四
月
十
八
日
の
御
百
姓
等
申
状
で
あ
る
。

　
爆
撃
上
候

抑
御
屋
形
様
年
始
御
礼
之
事
、
先
度
如
昌
申
上
封
一
、
三
貫
文
と
被
牌
［
算
出
一
協
。

縦
料
足
者
三
貫
文
入
恥
共
、
上
之
御
礼
を
過
分
二
仕
協
て
ハ
、
己
後
帯
引
懸

國
大
事
二
協
と
存
峰
て
、
つ
め
協
て
山
県
殿
二
付
差
、
様
≧
御
難
欝
粗
い
閣
、

壱
貫
文
二
調
伏
申
協
。
面
外
労
之
御
樽
迄
弐
貫
五
百
文
二
て
恥
。
方
≧
僻
勤

仕
恥
へ
共
更
≧
無
二
了
簡
一
義
間
春
成
を
引
違
申
協
。

一
、
同
御
上
洛
之
御
要
銭
慰
事
、
両
度
如
一
【
申
上
砺
一
、
昔
貫
文
被
晶
仰
出
一
砺

を
、
山
膿
殿
之
御
心
得
二
よ
り
偽
て
、
拾
貫
と
被
レ
仰
詞
。
　
是
も
過
分
二
仕

怖
て
者
、
為
昌
以
後
一
之
大
事
二
砺
間
、
御
百
姓
等
十
四
五
日
在
浜
仕
協
て
、

様
≧
山
県
殿
御
童
言
申
“
て
、
五
貫
文
二
俺
冷
夏
砧
。
是
も
如
轟
以
前
一
勢
御

壁
迄
九
貫
文
二
て
協
。
い
か
や
う
の
高
利
を
も
於
昌
野
禽
一
引
違
申
協
へ
と
被
晶

二
二
｝
怖
、
御
屋
形
様
御
内
喜
阿
新
た
仏
と
串
人
臣
料
足
を
拾
貫
八
文
子
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
由
力
）

二
二
重
て
沙
汰
仕
協
。
さ
協
問
地
下
へ
の
御
上
使
を
ハ
御
免
あ
る
へ
き
也

山
県
殿
被
昌
仰
定
｝
協
て
御
上
洛
協
闘
、
安
堵
仕
協
処
一
一
、
今
月
三
日
御
上
使

馬
上
三
騎
上
下
十
四
五
人
御
あ
か
り
協
て
地
下
中
へ
五
貫
・
拾
貫
ツ
玉
被
昌

仰
縣
攣
偽
闘
、
以
前
山
県
殿
の
被
レ
仰
協
通
申
怖
ヘ
ハ
、
「
そ
れ
ハ
本
所
御
領
二

か
鼠
り
協
、
是
は
御
筥
姓
中
箸
用
ユ
申
懸
協
間
、
更
≧
叶
ま
し
き
」
由
被
仰

碗
。
其
子
細
浜
へ
申
協
ヘ
ハ
、
臆
而
御
注
進
恥
、
「
難
レ
然
少
事
ツ
ェ
請
を
仕
協

て
、
先
御
使
を
立
申
偽
へ
」
と
被
レ
仰
協
闇
、
三
日
二
つ
か
へ
偽
へ
共
無
晶
御

立
｝
協
間
、
少
事
ツ
X
講
を
仕
置
て
立
言
峰
。
同
使
料
雑
事
二
四
貫
一
入
恥
。

さ
協
間
京
都
二
て
山
県
殿
御
申
二
よ
り
御
免
之
御
奉
雷
下
偽
而
、
畢
へ
は
無
為

二
二
へ
共
、
講
の
員
数
二
よ
り
御
礼
を
さ
せ
る
へ
き
由
被
昌
無
下
一
協
闇
、
い

ま
た
未
定
峰
。

一
、
御
上
洛
濁
乱
機
上
思
料
人
立
申
協
。

一
、
就
昌
預
所
方
一
百
日
星
芒
と
申
事
、
定
寺
家
様
可
レ
有
二
御
存
知
一
門
。
八
月

一
日
よ
り
十
一
月
十
臼
迄
百
日
朝
夕
飯
を
給
協
て
日
計
奉
公
三
聖
。
当
御
代

に
白
峰
て
地
下
二
御
代
官
御
入
な
く
協
、
半
済
御
難
二
て
怖
間
代
壱
貫
文
二
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半済下の注疑生活（井列幻

定
協
て
毎
年
沙
汰
申
処
二
、
今
度
御
上
洛
前
二
肉
県
殿
へ
被
レ
召
“
て
被
レ
仰

に
様
ハ
、
　
門
聖
霊
者
日
別
十
文
宛
之
分
十
七
ケ
年
闘
を
算
用
仕
峰
て
皐
≧
弁

晦
怖
へ
」
と
堅
御
折
鑑
砺
。
さ
や
う
二
砺
へ
は
五
十
余
貫
二
て
協
。
地
下
之
迷

惑
以
外
次
第
恥
。
難
レ
然
切
々
被
仰
協
聞
、
以
レ
此
様
≧
俺
言
申
協
て
、
拾
貫

文
二
俺
伏
申
協
。
回
外
樽
料
弐
貫
余
二
二
。
是
印
本
豚
半
済
間
二
て
い
。
是

　
　
　
　
（
マ
・
マ
・
）

を
さ
へ
失
二
十
方
一
之
三
二
、
結
句
七
月
廿
八
臼
よ
り
京
に
つ
め
さ
せ
ら
れ

協
。
木
松
を
買
協
ヘ
ハ
雑
用
外
二
日
剛
別
五
十
：
六
十
遣
怖
闇
囲
、
今
㌦
迄
も
は
や

抜
群
之
入
足
二
て
砺
。
　
如
レ
此
百
日
在
京
仕
偽
て
御
三
三
等
を
も
荒
怖
ハ
ん

と
迷
惑
二
て
砺
。
か
や
う
の
御
公
事
一
一
取
乱
怖
て
春
成
を
も
無
沙
汰
仕
協
。

更
≧
御
百
姓
家
く
わ
ん
た
い
二
て
協
ハ
す
恥
。

一
、
年
始
之
御
礼
二
春
成
を
弐
貫
五
百
文
引
違
申
協
へ
共
、
今
度
拾
貫
文
借

申
協
八
九
貫
文
者
御
要
銭
二
入
恥
。
残
壱
貫
文
年
始
之
御
”
二
心
二
宮
立
申
怖

て
、
春
成
内
を
壱
貫
五
百
文
鶴
翼
怖
。
相
残
春
成
を
も
時
分
［
U
計
会
と
申

か
や
う
の
御
公
事
と
申
条
以
轟
脚
力
一
御
轄
　
…
商
可
一
申
上
一
軸
。
折
節
御
僧
を
御

下
協
て
御
懇
二
四
レ
仰
怖
間
、
涯
分
葬
走
仕
協
。
委
細
麟
公
文
方
よ
り
可
レ
被
矛

申
上
一
協
。
宣
旨
能
≧
預
轟
御
披
露
　
協
者
、
可
晶
畏
入
　
協
恐
礫
．
謹
言
。

　
　
　
卯
月
廿
八
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
百
姓
塗
上

　
進
上
　
太
良
庄
御
政
所
参

　
　
　
　
　
　
　
人
々
御
中

繁
を
い
と
わ
ず
引
用
し
た
の
は
、
こ
の
中
に
、
守
護
方
の
無
理
言

責
や
被
官
人
山
県
の
役
割
が
生
き
い
き
と
画
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
　
一
読
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
年
始
の
御
礼
は
三
貫
交
か
ら
一

貫
文
へ
、
上
洛
御
要
銭
は
廿
貫
文
か
ら
十
貫
文
題
に
五
貫
・
叉
へ
と
、

い
ず
れ
も
山
県
殿
の
口
添
え
に
よ
っ
て
負
担
が
軽
減
さ
れ
て
い
る
。

上
洛
要
田
に
つ
い
て
山
県
上
洛
後
、
別
の
使
者
が
入
部
し
た
際
も
京

都
の
山
県
が
御
免
の
奉
書
を
も
ら
っ
て
く
れ
て
い
る
。
勿
論
、
百
姓

自
身
に
と
っ
て
は
礼
銭
樽
銭
を
入
れ
る
と
、
年
始
御
礼
は
二
貫
五
百

文
で
、
わ
ず
か
五
百
文
、
上
洛
要
銭
は
九
貫
文
で
わ
ず
か
一
貫
文
し

か
軽
減
さ
れ
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
守
護
へ
入
る
べ
き
多
く

の
部
分
が
山
県
の
手
に
入
っ
た
と
い
う
結
果
を
生
ん
だ
に
す
ぎ
な
い

が
、
と
も
か
く
も
山
県
の
口
添
え
は
大
き
な
効
果
を
も
つ
て
い
た
こ

と
が
し
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
口
添
え
は
し
て
も
山
県
財
宝
が
、
庄

園
の
存
続
を
ね
が
っ
た
り
、
地
下
百
姓
に
対
し
、
本
心
か
ら
同
情
心

を
も
つ
て
課
役
の
軽
減
を
は
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
山
県
が
半
済

方
代
官
と
し
て
預
っ
て
い
た
預
所
職
の
得
分
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
そ

の
百
臼
傍
聴
な
る
役
を
無
理
無
体
に
課
し
て
き
て
い
る
。
彼
は
十
貫

文
を
責
取
っ
た
他
に
、
実
際
に
、
現
夫
を
も
徴
収
し
て
い
る
。

　
半
済
方
の
代
官
（
恐
ら
く
は
預
所
職
の
み
を
有
し
た
の
で
あ
ろ
駆
）
か
）
と

し
て
の
山
県
の
地
下
に
対
す
る
関
係
は
、
こ
の
よ
う
な
守
護
方
へ
の
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口
添
え
に
と
ど
ま
ら
な
か
っ
た
。
前
述
の
山
王
禰
宜
職
の
問
題
が
生

じ
た
時
に
、
こ
の
「
一
方
な
・
り
ぬ
御
宮
事
」
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

て
い
る
半
済
方
代
官
は
逸
見
殿
と
黒
法
師
殿
で
あ
る
が
、
こ
の
黒
法

師
と
い
う
の
は
、
寛
正
四
年
に
馬
役
謎
責
に
つ
い
て
、
先
の
使
者
を

退
け
、
申
定
め
た
役
に
お
い
て
は
催
促
あ
る
べ
し
と
守
護
の
奉
行
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

の
奉
書
を
う
け
て
い
る
宛
名
人
山
薬
掛
法
師
で
あ
ろ
う
か
ら
、
恐
ら
．

く
こ
の
地
下
の
山
宮
の
事
に
つ
い
て
、
半
済
方
・
預
所
方
・
本
所
方

の
三
方
代
官
が
発
言
権
を
も
つ
て
い
た
竜
の
と
思
わ
れ
る
。

　
屯
つ
と
も
、
山
漿
に
つ
い
て
は
、
五
郎
左
衛
門
と
三
郎
右
衛
門
、

　
　
　
　
　
　
＠

下
野
守
、
黒
法
師
な
る
名
称
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
、
山
県
黒
法

師
が
三
郎
右
衛
門
・
下
野
守
と
同
一
人
で
あ
る
こ
と
は
推
測
が
つ
く

が
、
五
郎
右
衛
門
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
不
明
で
あ
る
。

　
と
に
か
く
、
預
所
方
代
宮
と
し
て
太
良
庄
に
関
係
を
も
つ
た
山
県

で
あ
る
か
ら
、
借
用
と
称
し
十
貫
文
の
料
足
を
課
し
た
時
も
、
寺
家

　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

代
官
が
浜
に
出
む
い
て
「
山
県
方
委
細
御
存
知
の
こ
と
く
寺
領
の
事

ハ
少
厨
に
て
峰
二
か
や
う
に
大
足
を
承
聖
堂
敷
峰
平
二
一
向
ふ
ち
檸

へ
」
な
ど
と
、
山
県
を
た
て
に
と
っ
て
佗
難
し
え
た
の
で
あ
ろ
う
。

百
姓
た
ち
も
「
早
く
代
官
を
下
し
て
ほ
し
い
」
　
「
御
領
之
事
ハ
山
県

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
・
）

殿
さ
ま
の
扶
持
二
よ
り
捧
へ
者
そ
の
つ
い
え
な
く
協
さ
や
う
の
御
礼

　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

を
も
御
異
界
へ
く
捧
」
と
寺
家
に
要
求
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
守
護
大
名
の
支
配
下
に
、
著
し
く
不
安
定
な
状
態

に
あ
っ
た
庄
園
を
支
え
る
た
め
に
は
、
寺
家
の
京
都
の
幕
府
、
守
護

と
の
接
触
竜
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
在
地
守
護
被
官
人
と
の
結
び
つ
き

が
重
要
で
あ
っ
た
。
地
下
百
姓
た
ち
が
、
庄
内
の
領
主
と
し
て
山
県

の
存
在
を
大
き
く
評
価
し
た
の
も
当
然
で
あ
る
。

C
　
寺
家
代
官
の
守
護
被
官
人
と
の
結
合
　
守
護
被
官
人
が
寺
領
本

所
領
を
直
接
違
乱
す
れ
ば
、
当
然
幕
府
、
守
護
、
守
護
代
等
の
圧
力

を
う
け
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
の
御
教
書
の
圧
力
、
直
接
に
は
守
護
の

軍
事
力
を
は
ね
か
え
す
程
ま
で
に
は
彼
ら
の
力
は
強
く
は
な
か
っ
た
。

そ
れ
故
、
守
護
被
官
人
は
、
一
挙
に
自
分
の
力
で
先
例
を
破
っ
て
寺

領
を
奪
い
と
る
の
で
は
な
く
、
守
護
と
本
所
と
の
中
間
に
立
ち
、
そ

の
間
隙
を
ぬ
い
な
が
ら
自
己
の
在
地
に
お
け
る
権
益
を
少
し
つ
つ
拡

大
強
化
し
て
い
っ
た
。
こ
の
事
は
今
迄
述
べ
た
所
で
し
ら
れ
る
が
、

守
護
被
官
人
は
ど
こ
ま
で
竜
守
護
方
で
あ
り
、
そ
れ
故
、
そ
の
仲
介

者
的
役
割
を
全
う
す
る
た
め
に
は
寺
家
代
官
と
の
結
合
が
必
要
で
あ

る
。
山
県
に
と
っ
て
は
別
稿
に
の
べ
た
中
尾
弥
五
郎
な
る
寺
家
代
官

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

が
そ
の
格
恰
な
相
手
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
の
寺
家
代
官
は
、
守
護

方
に
対
し
、
例
ら
か
の
縁
を
も
つ
て
佗
評
し
う
る
人
物
で
な
け
れ
ば
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な
ら
な
か
っ
た
。
中
尾
弥
五
郎
幸
聡
の
代
官
任
命
は
宝
徳
三
年
の
事

で
あ
る
か
ら
、
山
県
が
当
庄
に
関
係
を
も
つ
て
く
る
の
と
殆
ん
ど
同

時
で
あ
る
。
導
通
か
残
っ
て
い
る
弥
五
郎
の
寺
家
へ
の
書
状
は
山
県

を
介
し
て
知
り
得
た
、
守
護
方
の
内
部
事
情
や
「
本
心
篇
を
よ
く
伝

え
て
お
り
、
恐
ら
く
、
寺
に
と
っ
て
竜
最
も
有
能
な
代
官
で
あ
っ
た

と
思
わ
れ
る
。

　
例
え
ば
前
述
借
用
と
称
す
る
翌
翌
賦
課
の
際
屯
、
此
年
の
要
銭
賦

課
は
、
以
後
毎
年
の
例
と
な
す
べ
き
企
で
あ
る
事
を
の
べ
た
後
、
そ

れ
故
、
大
使
が
入
っ
て
使
料
を
と
ら
れ
、
謎
責
さ
れ
て
地
下
で
ど
う

に
も
な
ら
な
く
な
っ
て
賦
課
に
応
じ
た
ら
大
変
な
こ
と
に
な
る
。

「
な
に
共
御
れ
う
け
ん
峰
て
御
沙
汰
協
ハ
ぬ
や
う
に
御
奉
書
を
可
給

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
・
）

協
こ
」
に
て
御
出
嘗
て
ハ
毎
年
申
か
け
峰
て
協
」
「
か
や
う
に
手
を

入
召
上
協
て
御
寺
領
を
お
と
し
鼻
曲
ん
く
わ
た
て
二
て
捧
な
る
よ
し

さ
る
方
よ
り
き
か
せ
捧
御
心
得
泳
て
御
沙
汰
」
し
て
ほ
し
い
と
報
じ

て
い
る
。

　
け
れ
ど
も
、
代
官
が
こ
の
よ
う
に
、
守
護
方
に
く
い
入
れ
ば
く
い

入
る
程
、
現
地
の
事
情
に
う
と
く
、
自
［
ら
の
年
貢
の
一
時
的
な
確
保

に
汲
女
と
し
て
い
る
寺
家
に
と
っ
て
は
、
こ
の
よ
う
な
代
官
が
好
ま

し
く
な
く
な
る
。
或
程
度
私
的
な
政
治
力
を
も
つ
て
事
を
処
し
う
る

代
官
は
寺
家
に
と
っ
て
危
険
な
存
在
で
あ
る
。
康
正
二
年
和
布
減
少

そ
の
他
の
非
法
に
よ
っ
て
弥
五
郎
が
代
馬
職
を
改
替
さ
れ
た
背
景
に

は
、
こ
の
よ
う
な
寺
側
の
考
え
が
動
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

長
禄
一
二
年
に
、
山
県
一
二
郎
右
衛
門
が
里
庄
本
所
分
年
貢
を
抑
留
し
、

弥
五
郎
は
又
「
御
屋
形
様
乳
質
被
官
」
（
即
ち
山
察
で
あ
ろ
、
）
）
に
属
し
、

代
官
職
の
再
任
を
要
請
し
て
い
る
を
見
て
寺
家
は
前
の
不
安
と
恐
れ

が
現
実
証
明
さ
れ
た
思
い
を
も
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
寺
家
の
こ
の
よ
う
な
態
度
に
反
し
、
国
方
の
現
実
は
、
守
護
方
に

再
三
出
か
け
て
接
要
し
う
る
有
能
な
代
官
を
必
要
と
し
た
の
で
あ
る

し
、
地
下
の
事
情
に
も
明
る
く
、
地
下
百
姓
の
意
思
や
先
例
を
可
成

り
尊
重
す
る
代
官
が
必
要
で
あ
っ
た
。

　
中
尾
に
か
わ
っ
て
新
代
官
と
な
っ
た
輪
帯
を
百
姓
が
忌
避
し
た
の

は
、
こ
の
よ
う
な
歴
史
の
現
実
を
正
し
く
理
解
し
て
い
た
か
ら
に
他

な
ら
な
い
。
公
文
清
兼
に
も
ま
か
せ
ず
、
惣
百
姓
と
し
て
神
水
を
汲

ん
で
代
官
忌
避
の
訴
訟
を
し
て
い
る
百
姓
の
決
音
心
は
こ
の
よ
う
な
歴

史
の
流
れ
の
認
識
の
上
に
立
っ
て
唐
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
一
思
限
り
の
動
き
は
、
衰
え
た
り
と
は
い
え
、
な
お

そ
の
体
制
を
維
持
し
つ
づ
け
て
い
た
室
町
幕
府
の
そ
れ
と
結
合
し
た

寺
家
の
権
威
に
よ
っ
て
、
つ
ぶ
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
山
県
は
抑
留
分

107　（879）



を
返
却
し
、
弥
五
郎
は
又
寛
正
工
年
に
代
官
職
の
競
望
を
致
す
ま
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

き
事
を
神
か
け
て
誓
っ
て
、
こ
の
事
件
は
終
結
す
る
。
け
れ
ど
も
、

地
下
百
姓
の
要
求
、
守
護
被
官
人
、
そ
れ
と
結
合
し
た
代
官
の
三
者

が
、
こ
の
事
に
関
す
る
眼
り
、
共
通
の
要
求
を
も
つ
て
寺
家
に
対
立

し
、
意
見
を
一
に
し
て
い
る
事
は
、
寺
家
の
支
配
が
終
り
、
新
し
い

時
代
が
近
づ
き
つ
つ
あ
る
事
を
示
し
て
は
い
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

D
　
戦
国
時
代
の
太
良
庄
　
東
寺
百
合
文
書
は
戦
国
時
代
の
当
庄
に

つ
い
て
殆
ん
ど
何
も
語
ら
な
い
。
し
か
し
、
本
所
東
寺
の
支
配
が
消

滅
し
去
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
事
は
次
の
・
文
書
が
明
瞭
に
示
し

て
い
る
。

　
（
ハ
シ
ウ
ラ
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
　
「
山
か
た
殿
へ
指
出
の
あ
ん
文
　
本
所
か
た
」

　
　
　
太
良
庄
　
本
所
方
指
出
之
事

　
一
、
三
拾
六
石
五
斗
八
升
三
合
ハ
領
家
之
斗
浜
升
ユ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
斗
四
こ
入
た
旨
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
名
半
之
本
役
也

　
｝
、
拾
九
石
弐
斗
ハ
保
一
色
之
本
鋪
同
斗
半
済
よ
り
出
申
協

　
　
　
以
上
　
五
十
五
石
七
斗
八
升
三
禽

　
　
　
　
　
此
内
引
物

　
　
　
一
、
参
石
九
斗
五
升
地
下
之
引
物
　
色
≧
御
下
行

　　

@
一
、
弐
拾
署
難
賊
踏
溌
繍
灯
顯
伽

以
上
弐
十
七
石
九
斗
五
升

残
雪

弐
捻
七
石
工
斗
三
升
三
合

へ
、
三
拾
石
七
斗
壱
合
地
頭
田
分
浜
升
三
斗
九
升
入

一
、
弐
拾
四
石
漆
二
五
升
ハ
浜
升
三
斗
九
こ
入
、
落
下
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
か
カ
）

一
、
四
石
ハ
同
　
落
下
地
な
り
憐
向
作
人

一
、
五
石
六
斗
ハ
日
吉
斗
四
斗
弐
升
入
同
落
下
地

　
以
上
　
舎
九
拾
弐
石
九
斗
八
升
四
合
　
　
　
定
納

　
　
　
　
岡
御
新
二
方

一
、
弐
百
交
ハ
　
た
か
つ
か
に
在
之

一
、
六
貫
一
二
｝
ヨ
弐
拾
聖
催
文
墨
　
地
畔
十
・
成
銭

一
、
弐
百
文
ハ
　
　
　
　
　
落
下
地
地
子

’
、
弐
百
五
十
文
ハ
　
殿
さ
ま
の
竹
屋
、
諭
地
子

ノ
、
五
召
文
　
　
　
　
同
竹
羅
ふ
地
子

呈
甚
四
恵
蝉
．
掛
縮
転
譲
総
ゆ

　
　
此
内
五
｝
白
山
ハ
十
’
七
文
皿
十
割
よ
り
樹
由
－
協

残
而

　
　
六
貫
七
百
弐
拾
由
層
文
ハ
　
　
　
　
　
定
納

一
、
政
所
　
山
麗
敷
　
　
　
　
　
在
之

　
　
一
、
弐
ケ
所
　
　
　
　
　
　
殿
山
添
之
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間
半
済
方
へ
納
所
…
申
分

一
、
捻
六
石
弐
斗
八
升
　
預
り
所
之
御
本
役
浜
升
三
斗
六
升
入

一
、
八
貫
九
百
八
十
文
は
地
子
成
銭
半
済
へ
納
所
申
協

　
　
　
　
　
此
内
　
壱
貫
八
十
文
下
版
反
論

弐
月
段
銭

一
、
拾
四
貫
百
九
文
　
内
藤
玄
蕃
殿
へ
納
所
姦
曲

　
　
　
此
内
三
百
九
十
文
ハ
な
か
障
り
ん
か
う
よ
り
出
申
協

八
月
段
銭

一
、
参
貫
六
百
八
十
七
交
は
久
村
殿
へ
納
所
春
帯

　
　
（
段
ノ
意
力
）

八
月
同
銭

一
・
拾
五
貫
文
言
訳
役
銭
無
之
施
　
申
村
弓
蔵
殿
へ
納
所
申
砺

　
　
此
内
五
百
弐
十
交
ハ
な
か
蘇
り
ん
か
う
よ
り
出
申
協

　
銭
方
惣
以
上
　
合
四
捻
八
貫
八
百
五
十
弐
文
　
定
納

　
米
方
惣
以
上
　
合
七
拾
四
石
山
斗
壱
升
四
合
　
定
納

　
　
　
此
外

一
、
拾
八
貫
交
ハ
永
夫
銭
但
陣
御
在
京
之
蒔
弐
人
つ
め
申
協
飯
米
路
銭
二
御

　
　
　
　
　
　
　
下
行
被
成
砺
但
人
夫
め
し
つ
か
わ
れ
す
怖
ヘ
ハ
納
所
仕
怖

一
、
圏
こ
し
の
夫
弐
十
人
年
中
二
い
た
し
申
協
　
此
人
足
め
し
つ
か
わ
れ
ね

　
　
　
　
　
　
　
ハ
六
貫
絹
立
由
－
怖

　
　
　
　
　
　
　
　
（
掘
）

一
、
入
木
月
柴
　
三
十
者
　
本
所
方
よ
り
入
申
恥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
銭
）

一
、
弐
百
六
拾
五
文
　
　
　
正
月
の
御
礼
せ
ん

一
、
壱
升
か
円
み
五
枚
　
　
岡
礼
之
時
上
申
候

　
　
　
　
　
　
　
（
蓑
）

一
、
蕎
文
二
茶
十
た
い
　
　
小
野
寺
よ
り
正
月
御
礼
口
出
書
落

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
返
し
に
食
酒
被
下
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
杉
原
壱
そ
く
扇
壱
本
小
野
等
へ
被
下
睡

一
、
扇
十
九
ほ
ん
　
　
　
百
姓
中
へ
割
下
協

一
、
そ
の
旧
の
内
二
帰
る
人
夫
ニ
ハ
中
食
被
下
協

一
、
神
事
よ
り
の
送
物
　
も
ち
四
十
弐
　
同
さ
け
壱
升

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
正
月
十
一
日
一
一
上
申
偽

　
　
　
　
　
　
　
　
同
二
月
一
日
二
餅
四
十
酒
壱
升
上
申
怖

　
　
　
　
　
　
　
　
此
時
析
足
二
十
五
文
か
み
一
て
う
被
下
怖

一
、
若
宮
の
御
神
事
之
時
き
や
う
一
は
い
請
酒
壱
升
上
申
協

　
　
　
　
　
　
　
　
三
月
三
日
二
上
申
協

一
、
一
宮
御
神
事
如
前
上
申
怖
　
同
臼
上
申
怖

一
、
山
王
御
神
事
二
四
月
は
つ
さ
る
二
如
前
上
申
協

　
　
　
　
　
　
　
　
同
十
一
月
は
っ
さ
る
二
如
前
上
申
立

　
、
大
工
せ
ち
り
や
う
物
恥
申
協
ヘ
ハ
米
壱
硬
度
足
百
文
つ
か
わ
さ
れ
協

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
楽
頭
ヵ
）

　
、
参
菖
文
弐
度
の
御
事
之
時
御
太
刀
代
二
か
く
と
う
に
っ
か
わ
さ
れ
怖

　
　
　
　
以
上

　
此
外
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（
ま
カ
）

一
、
八
・
所
農
九
石
器
斗
三
升
春
但
謹
噺
升
入

一
・
嚢
彌
成
薯
四
心
意
蘂
三
斗
九
升
入

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ま
カ
）

　
一
、
壱
ケ
所
川
成
　
六
斗
は
た
升
　
四
斗
弐
升
入

　
　
　
以
上
拾
壱
転
轍
斗
三
升
五
合
　
不
納

　
　
以
上

　
天
文
廿
抄
⑯
年
九
月
十
四
日
　
本
所
惣
百
姓
中

　
　
　
山
か
た
殿
　
指
出
分
　
案
文

　
こ
の
案
交
が
何
の
必
要
が
あ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
か
明
ら
か
で
な

い
が
、
こ
の
天
文
廿
年
に
も
当
庄
は
本
所
方
、
半
済
方
に
二
分
野
れ
、

本
所
方
は
米
九
十
二
石
九
斗
八
升
四
合
、
銭
　
六
貫
七
百
二
十
一
文

を
収
納
し
、
半
済
方
は
反
銭
を
も
含
め
て
米
七
十
二
石
八
斗
一
升
四

合
、
銭
四
十
八
貫
八
百
五
十
二
文
を
収
納
し
て
い
る
。
集
計
と
そ
の

内
わ
け
が
正
し
く
照
合
し
な
い
の
で
疑
問
が
残
り
は
す
る
が
、
段
銭

の
比
重
の
大
き
さ
、
守
護
方
へ
の
負
担
の
大
き
さ
に
注
冒
さ
れ
る
。

本
所
方
に
記
さ
れ
て
い
る
殿
山
ニ
ケ
所
、
殿
さ
ま
竹
屋
ぶ
が
誰
の
山
、

竹
藪
で
あ
る
か
わ
か
ら
な
い
が
、
恐
ら
く
聖
楽
殿
の
所
有
と
み
て
誤

り
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
他
、
永
夫
銭
、
十
八
貫
文
、
国
こ
し
の

夫
入
木
月
柴
以
下
の
諸
雑
公
事
も
、
い
ず
れ
屯
半
済
方
へ
・
の
公
事
で

あ
り
、
正
月
、
諸
宮
の
神
事
に
礼
銭
を
う
け
、
扇
を
下
さ
る
の
竜
、

山
県
残
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
　
「
若
狭
守
護
代
記
詩
草
」
は
天
文

末
年
か
ら
「
国
中
武
田
の
家
人
等
面
々
の
在
所
の
山
　
城
を
築
あ
ら
そ

ふ
事
あ
り
」
　
と
し
て
山
城
の
一
覧
を
あ
げ
て
い
る
。
　
そ
れ
に
よ
る

と
、
山
県
下
野
守
は
三
方
郡
慶
中
山
、
山
県
民
部
は
太
良
庄
山
城
加

屋
嶽
に
山
城
を
築
い
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
山
県
下
野
守
秀
政
は
、

武
照
被
官
人
中
の
大
身
分
七
里
に
属
す
る
が
、
恐
ら
く
、
太
良
庄
の

民
部
丞
は
そ
の
一
族
で
あ
ろ
う
。

　
武
田
義
統
　
（
武
田
伊
豆
守
信
豊
の
子
壷
統
、
足
利
義
輝
よ
り
義
の
一
字

を
賜
わ
り
、
弘
治
二
年
信
豊
の
卒
後
家
を
継
ぐ
）
は
桑
村
九
郎
右
衛
門
が

逸
見
駿
河
守
叛
逆
の
時
山
畑
下
野
守
の
手
に
属
し
て
果
し
た
忠
節
に

対
し
、
諸
役
黒
鉱
の
免
状
を
渡
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
武
田
氏
に

と
っ
て
山
県
下
野
守
は
失
点
の
臣
で
あ
っ
た
。
下
野
守
秀
政
に
つ
い

て
は
、
永
禄
七
年
に
壱
段
分
米
二
石
の
田
地
を
妙
楽
寺
に
寄
進
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

天
正
八
年
に
は
常
満
保
内
福
同
名
主
職
の
補
任
状
を
発
し
て
い
る
が
、

こ
の
時
期
に
は
直
接
当
庄
に
関
係
し
た
史
料
は
見
当
ら
な
い
。
当
選

に
関
係
し
た
の
は
民
部
省
で
あ
る
。

　
高
島
居
交
書
に
そ
の
祖
と
み
ら
れ
る
孫
権
守
清
久
に
関
す
る
史
料

が
い
く
つ
か
み
ら
れ
る
。
大
永
七
年
に
清
久
は
太
良
泉
大
夫
に
半
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

名
四
分
一
新
を
譲
っ
て
い
る
が
、
こ
の
四
分
一
新
は
、
大
永
四
年
に
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半済下の庄疑生活（井ケE9）

山
県
民
部
丞
勝
政
が
売
渡
し
た
「
半
済
方
助
国
名
四
分
一
之
内
田
地

　
　
　
　
　
　
⑳

一
段
し
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
民
部
丞
は
太
良
庄
内
に
名
を
所
有

し
て
い
る
が
、
こ
の
売
券
は
「
除
諸
役
」
い
て
売
渡
し
て
お
り
、
又

「
為
此
売
券
補
任
永
代
知
行
不
可
有
相
芸
者
也
」
と
記
し
て
い
る
。

領
主
山
県
が
補
任
権
を
有
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
鳴
滝
に
居
住
し
た
孫
権
守
は
丹
生
新
三
郎
か
ら
「
本
所
方
な
る
た

き
村
」
山
畠
を
買
取
り
、
桑
原
五
郎
左
衛
門
尉
元
正
の
補
任
状
を
請

　
　
　
　
⑳

け
て
い
る
が
、
こ
の
桑
原
元
正
が
山
県
と
い
か
な
る
関
係
に
あ
る
か

は
不
明
で
あ
る
。
恐
ら
く
本
所
方
代
官
で
あ
ろ
う
か
。

　
太
良
庄
の
山
県
氏
に
つ
い
て
は
妙
楽
寺
文
書
に
太
良
庄
山
漿
左
京

女
千
世
露
の
「
富
田
郷
柄
在
家
名
添
地
」
三
段
大
の
寄
進
状
が
あ
る
。

こ
の
地
は
干
二
二
の
栂
秀
長
が
買
得
し
た
田
地
で
あ
る
が
、
左
京
の

当
庄
内
に
お
け
る
地
位
は
不
明
で
あ
る
。
山
県
民
部
丞
の
一
族
で
あ

ろ
う
か
。

　
永
正
十
六
年
政
勝
（
瓢
箪
丞
勝
政
と
同
人
か
）
は
庄
内
に
意
足
寺
を
建

立
す
る
に
つ
い
て
、
三
二
保
内
味
堂
山
を
意
足
寺
に
付
し
、
そ
の
代

り
に
僧
一
人
を
養
い
、
　
「
午
寅
木
」
（
文
意
不
明
）
は
こ
の
山
で
切
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

よ
う
孫
権
守
に
命
じ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
山
城
を
有
し
た
山
県
民
部
丞
勝
政
が
当
地
の
領
主

と
し
て
こ
の
地
に
君
臨
し
た
事
は
疑
い
え
な
い
。
そ
し
て
上
記
指
出

し
を
出
し
た
の
が
庄
官
で
も
代
官
で
も
な
く
、
惣
百
姓
で
あ
っ
た
事
、

し
か
も
公
文
給
を
う
け
る
八
人
の
百
姓
が
そ
の
指
導
的
な
地
位
に
あ

っ
た
事
は
、
本
所
東
寺
の
支
配
秩
序
が
も
は
や
、
完
全
な
寄
生
的
年

貢
収
納
考
に
な
り
お
わ
っ
た
事
を
示
し
て
い
る
。
半
済
と
い
い
な
が

ら
、
そ
れ
は
領
主
凄
県
が
太
良
離
心
を
支
配
し
て
い
る
中
か
ら
、
一

部
の
米
銭
が
、
東
寺
に
文
字
ど
お
り
「
半
済
」
さ
れ
る
に
と
ど
ま
り
、

東
寺
の
領
主
権
は
全
く
そ
の
実
を
失
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
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む
　
す
　
び

　
以
上
羅
列
的
に
半
済
下
の
庄
驚
の
生
活
を
守
護
の
侵
攻
、
守
護
被

官
人
の
動
向
か
ら
述
べ
て
き
た
が
約
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

　
南
北
朝
時
代
に
在
地
領
主
、
国
人
層
が
守
護
被
官
人
と
な
り
、
或

い
は
一
色
氏
の
入
部
に
よ
っ
て
蹴
ち
ら
さ
れ
た
後
に
は
、
庄
内
に
は

さ
し
た
る
在
地
領
主
は
存
在
せ
ず
、
数
名
を
兼
帯
す
る
庄
官
的
名
主

も
、
惣
庄
・
惣
村
的
共
同
体
の
反
領
主
的
動
き
に
欄
約
さ
れ
て
、
そ

の
庄
官
と
し
て
の
支
配
力
を
領
主
権
に
ま
で
高
め
る
事
は
出
来
な
か

っ
た
。
か
え
っ
て
こ
の
地
に
在
地
領
主
と
し
て
山
城
を
築
く
の
は
、

守
護
被
官
人
山
漿
氏
で
あ
り
、
半
済
代
官
と
し
て
享
徳
以
降
、
寺
家

代
官
と
結
合
し
、
そ
の
領
主
権
を
確
立
し
て
行
っ
た
。
山
県
氏
は
、

一
方
で
守
護
被
官
人
と
し
て
本
所
領
に
竜
そ
の
夫
役
徴
集
、
検
断
権

行
使
、
礼
銭
収
納
を
通
じ
て
支
配
権
を
拡
大
し
な
が
ら
、
そ
の
一
方

で
は
、
守
護
方
に
対
し
、
課
役
の
減
免
を
交
渉
し
、
本
所
分
を
も
含

め
た
自
己
の
支
配
地
を
維
持
し
よ
う
と
し
た
。
戦
国
時
代
に
な
る
と

山
県
氏
は
明
確
に
在
地
領
主
と
し
て
こ
の
地
を
支
配
し
、
本
所
方
を

も
含
め
た
村
共
同
体
の
殿
様
と
な
る
。
他
方
、
こ
の
地
の
村
共
同
体

は
、
近
江
の
よ
う
に
検
断
を
誇
り
う
る
よ
う
な
自
立
心
性
格
を
一
時

的
に
せ
よ
も
っ
た
所
は
ち
が
っ
て
、
そ
の
余
裕
も
な
く
、
山
県
の
支

配
に
撮
し
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
庄
園
領
主
の
支
配
は
本
所
方
と

い
う
形
で
遅
く
ま
で
維
持
さ
れ
な
が
ら
も
、
寄
生
的
な
年
貢
取
得
者

た
る
に
と
ど
ま
り
、
直
接
在
地
に
領
主
的
支
配
権
を
維
持
で
き
な
か

っ
た
。

　
こ
．
の
よ
う
な
動
向
が
、
こ
の
庄
の
特
殊
な
姿
で
あ
る
か
、
中
闘
地

帯
一
般
の
傾
向
で
あ
る
か
は
、
他
の
例
証
を
比
較
し
な
け
れ
ば
明
ら

か
で
は
な
い
。
な
お
こ
こ
に
使
用
し
た
史
料
は
柴
田
実
教
擬
の
も
と

で
黒
田
俊
雄
氏
と
共
に
書
写
し
た
竜
の
で
あ
る
。
記
し
て
謝
意
を
表

し
た
い
。
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The　Life　of　Manorial　Peasants．　u翁def　Haingei（半済）

　　　　　　　　　　the　case　of：rara一πo－s1｝6，0π頚一grlf彦，

　　　　　　　　　　　　Wakasa－no－kuni（藩狭羅遠敷郡太良庄）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　　Yoshiharu　lgeta

　　The．formation　ef　£eudai　lord’s　systeih　supported　by　the　country－

waryiors　rising　as　a　result　of　dissolution　of　My6（名）and　the　trepd．

to　independence　o£　the　lower　peasantry　ied　generally　to　the　decline

of　Inanorial　system；and　the　S伽go一，ッ6加肋（守護領国）的steln　ill　the

Mttromachi　（eta”tui）　period　as　its　transitional　stage　stands　among　the

veriotts　evaluation．

　This　article，　to　offer　a　material　for　full　understandin’g　of　the

Shztgo一η6肋肱（守護領国）sysSera，　investigates　how　Hansei（半済），

Tαnsen（反銭），　and　Shugoju（守護夫）as　the．first　sZep　of　Shug∂’s（守護）

aggression　to　manors　’翌?ｒｅ　irnposed，　and　then　gives　light　on　the　fact

that　the　resident　lord　system　was　not　created　by　the　resident　but　by

廊esettlement　of　persons　apPoin£ed　to　Shugo（守護），　according重。£he

Case　of　Tara－no－shb（太良庄），　T6ガs（東寺）te∬itory，　Wafeasa（若狭）．

Especially，　it　treats　the　triple　relatlon　among　the　mac　norial　lord，　per一

＄ons　apPointed　to　Shugo（守護）蝕d　peasa批s，　remenibering　the　part

played　by　the　vi1工age－colnmunity　whi6h　grew　into　the　resident　as　a

form　of　S6sん6（惣門）　sinc6　the　エ▽々πろ。劾6（爾dヒ）　dynas℃les　and　became

the　fundamental　ttnit　of℃he　feudal　system　in　t1ユe加。（江戸）era．

Intellectuals　ih　the　Yimn（元）Dynasty

　　　　　　　and　theκ’oo勉（科挙）

　　　　りy

Takeo　Abe

　Both　the．　intelligentsia，　ru！ed　by　the　Mongolians　in　the　thirteentk

century，　and　．culture　in　the　northern　China　were　led　to　decline；　but．

thanks　to　Yeh－luご伽一tsai’s（点心楚材）effort，　the　C｝麟ese　intellectuals．

began　to　enter　into　polltics　and　even　within　the　Mengoliac　n　adrninistra－

tion　there　rose　a　certain　trend　to　reestablish　the　Chinese　culture．　This
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